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第３部 国の⼆重帳簿で認定が⾷い違った 
3-1 ２０１７０８２８公開九州第２号（平成２９年９⽉２１⽇） 
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以下は、２０１７０８２８公開九州第２号の各県別の運転開始前と運転開始後の内容の開⽰枚
数。 

 
資源エネルギー庁がネットで公表した事業計画認定情報 2021 年 10 ⽉ 31 ⽇時点の福岡県、
佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、⿅児島県の認定情報を合算して九州全県⼤出⼒順
⼀覧表を作成しました。以下は、発電出⼒の⼤きいもの順に１位から１０位までの⼤出⼒ベス
トテンです。 
1 位 宇久島みらいエネルギー合同会社（会社設⽴⽇Ｈ２９．１２．２５） 発電出⼒ 400，000ｋｗ 新規認定

⽇Ｈ２５．３．２７ 

2 位 ＳＥＪ ＩＶ合同会社 （会社設⽴⽇Ｈ３０．１．１５）           発電出⼒ 80，000ｋｗ 
新規認定⽇Ｈ２６．３．１２ 

３位 ⿅児島⼤崎ソーラーヒルズ合同会社（会社設⽴⽇Ｈ２６．５．２７） 発電出⼒ 75，640ｋｗ 新規認定

⽇Ｈ２５．３．１５ 

４位 ⿅児島メガソーラー発電株式会社（会社設⽴⽇Ｈ２４．７．１０）   発電出⼒ 70，000ｋｗ 新規認定

⽇Ｈ２４．７．６ 

５位 パシフィコ・エナジー細江合同会社（会社設⽴⽇Ｈ３０．６．２０）   発電出⼒ 63，000ｋｗ 新規認

定⽇Ｈ２５．１．２５ 

６位 ⼤分メガソーラー合同会社（会社設⽴⽇Ｈ２８．１２．２６）      発電出⼒ 61，000ｋｗ 新規
認定⽇Ｈ２４．１２．１８ 
７位 株式会社九電⼯（先⾏投資は「権利者の証明書」１枚だけだった。） 発電出⼒ 50，000ｋｗ 新規認定⽇
Ｈ２６．３．１９ 

８位 野津ソーラー合同会社（発電場所の所有権移転⽇Ｈ２８．６．１０） 発電出⼒ 50，000ｋｗ 新規認定⽇

Ｈ２５．８．２８ 

９位 ⼀条⼯務店（発電場所の所有権移転⽇Ｈ２５．１２．９）       発電出⼒ 49，976ｋｗ 新規認

定⽇Ｈ２５．３．２５ 

１０位⼀条⼯務店（熊本県知事へ林地開発許可申請⽇Ｒ４．３．２８）  発電出⼒ 44，976ｋｗ 新規認定⽇
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Ｈ２６．３．４ 

 
ネットで公表した事業計画認定情報 2021 年 10 ⽉ 31 ⽇時点と２０１７０８２８公開九州第
２号の認定情報の共通項⽬の❶設備名称、❷設備の所在地、❸発電出⼒、❹運転開始予定⽇、
❺設備認定⽇等は、マッチングするのが当然ですが⼤きく狂っています。 
前述の１位から１０位までの事業者は、２０１７０８２８公開九州第２号の認定情報の運転開
始前及び運転開始後のリストの中に記載されていません。原因は、内閣（政府）が、⾏政（九
州経済産業局）の認定⼿続とは別に⼆重帳簿で管理していたから著しい⾷い違いが⽣じたので
す。 
 
第１位 宇久島みらいエネルギー合同会社 

宇久島みらいエネルギー合同会社の２０１７０８２８公開九州第２号で開⽰された⻑崎県の
リストの共通項⽬の❶設備名称、❷設備の所在地、❸発電出⼒、❹運転開始予定⽇、❺設備認
定⽇等はマッチングできるはずですが、該当する認定が無い。 

以下は⻑崎県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発電設備（⻑崎県）全 7 ⾴ 
 

１/７ページには、１番⽬は２０１３０２２１（H２５.２.２１）〜１６番⽬２０１４０３０３
（H２６.３.３）に認定を受けた事業者が記載されています。 
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・１番⽬は、発電出⼒５００．０ｋｗ、設備認定⽇２０１３０２２１。（H２４年度４０円） 
・２番⽬は、発電出⼒１，０００．０ｋｗ、設備認定⽇２０１３０３０４。（H２４年度４０

円） 
・３番⽬は、発電出⼒１，９９０．０kw、設備認定⽇２０１３０３２６。（H２４年度４０

円） 
・４番⽬は、発電出⼒５００．０ｋｗ、設備認定⽇２０１３０７０８（H２５年度３６円） 
・５番⽬は、発電出⼒５，０００．０ｋｗ、設備認定⽇２０１３０７０３（H２５年度３６

円） 
 

１番⽬から３番⽬までが、初年度の告⽰※1 で認定を受けたものです。認定⽇順であれば、４
番⽬に発電出⼒４００，０００ｋｗ、設備認定⽇２０１３０３２７（Ｈ２５．３．２７）が
存在するはずですが無い。全県の運転開始前にも運転開始後の中にも発電出⼒４００，００
０ｋｗ、設備認定⽇２０１３０３２７に該当する認定情報はありませんから、同社に正当な
認定を受けた者から権利を承継させたものは誰もいません。 
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宇久島みらいエネルギー合同会社に係る農地転⽤許可申請⽇ 

 

 
⻑崎県農地利活⽤推進室⻑：３１農地活第１８２号：令和元年１２⽉１９⽇によると、同社

の農地転⽤許可申請⽇は、令和１年６⽉１４⽇であり、許可⽇は令和１年８⽉ 29 ⽇です。 



6 
 

 

⻑崎県：上記対象期間内のリスト 1/8⾴で、２/8⾴〜6/8⾴迄は紙⾯の都合で省略。 
７/８⾴に記載（スキャンした抜粋部分）、許可した⼟地の所在地が、宇久島みらいエネルギ
ー合同会社の所在地と同じ地番は無いので、誰か同じ地番の⼟地の権利を承継した証拠はな
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いので、同社は正真正銘の「認定無し」、「裏⼝認定」、「虚偽報告」ですから、固定価格買取
制度を悪⽤して発電した電気を九電へ 20年間で約 4792 億円もの発電した電気を買取らせて
莫⼤な利益を得ることになり、当該利益を国⺠が「再エネ賦課⾦」として賄う理由はありま
せん。 

 
宇久島みらいエネルギー合同会社の林地開発許可申請⽇ 
開⽰を受けた⻑崎県林政課⻑の公⽂書の「３１林第３９２号令和元年１２⽉１２⽇」 
⼀連の開⽰請求書から⾏政⽂書開⽰決定通知書らは有していますが紙⾯の都合で省略します。 
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・Ａ⼯区の申請⽇は、平成３１年１⽉１０⽇で、許可⽇は令和１年８⽉２９⽇です。 
・Ｂ⼯区の申請⽇は、平成３１年１⽉２３⽇で、許可⽇は令和１年８⽉２９⽇です。 
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・Ｃ⼯区の申請⽇は、平成３１年１⽉３１⽇で、許可⽇は令和１年８⽉２９⽇です。 
・Ｄ⼯区の申請⽇は、平成３１年２⽉１２⽇で、許可⽇は令和１年８⽉２９⽇です。 

 
同社の林地開発許可申請⽇は、上記の通り左列には新規であり、以前に林地開発許可申請⼿

続きをした事業者は、いないということです。Ａの⾏為やＢの⾏為は成就していないので、

売電資格の調達価格適⽤の必要書類は無いので、平成２４年度の売電単価（４０円/ｋｗｈ）
で九電に売電し、２０年間で約４７９２億円を九電に買取らせて、同社の利益のために国⺠
から「再エネ賦課⾦」を電気代と共に強制徴収する構図となります。また正義の報告徴収が
⾏われれば、認定取消は免れないが、内閣（政府）は悪徳特権階級と結託して贔屓してお
り、認定を取り消すはずはありません。 
 

繰り返しますが、特に場所が、農地や１ヘクタール以上の森林の場合、法に基づく報告徴収
（全 19 枚）の 6 枚⽬裏⾯に以下の必要書類の提出が求められています。 

   
太陽光発電設備は、農地や１ヘクタール以上の森林に建てるときは都道府県（⾏政処分庁）
に農地転⽤許可申請⼿続き或いは林地開発許可申請⼿続きをして許可を得なければ、設置す
る場所が決定しているとは認められません。少なくても許可を前提とした許可申請⼿続きを
⾏った証明書が必要ですが、到底、内閣（政府）は、平成 29 年 12 ⽉ 25 ⽇に設⽴した同社
に平成 25 年 9 ⽉〇⽇に報告徴収を発出することも、報告期限（Ｈ２５．１０．１８）までに
必要書類で報告を受けることもできないにもかかわらず、裏⼝認定を有効として売電単価４
０円ｋｗｈで、発電を開始しているようです。そして同社の利益のために 20年間に発電する
莫⼤な 4792 億円を国⺠は強制的に負担させられます。 

 
国会質問 

令和５年２⽉２１⽇の国会をテレビで⾒ましたが、野党の質問に対し⻄村経済産業相は、宇
久島みらいエネルギー合同会社に係る件で「不法⾏為があれば認定は取り消す。」そして「変
更認定で有効である。」旨の答弁をされましたが、平成２９年１２⽉２５⽇に設⽴された宇久
島みらいエネルギー合同会社が、唐突に出現して、平成２５年３⽉２５⽇という平成２４年
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度の有利な裏⼝認定⽇を政府から受けて農地転⽤許可申請⼿続⽇は令和１年６⽉１４⽇で、
林地開発許可申請⽇は、平成３１年１⽉１０⽇、平成３１年１⽉２３⽇、平成３１年１⽉３
１⽇。平成３１年２⽉１２⽇ですから、４０円/ｋｗｈの売電単価を維持するに相応しいかど
うかを改めて検証する必要のあるケースですが、報告徴収を発出することも、報告期限⽇
（Ｈ２５．１０．１８）までに 求められた必要書類を【郵送必着】させることもできませ
ん。 
普通の発電事業者は聴聞されて当該認定は失効です。 
「変更認定」については、 最終改正平成２７年１⽉２２⽇告⽰「法第６条第１項に規定

する経済産業⼤⾂の認定（同条第４項に規定する変更の認定（認定発電設備の⼤幅な出⼒の
変更（当該電気事業者による接続の検討の結果、出⼒を変更しなければ場合を除く。）の認定
に限る。）を受けた場合にあっては、当該認定の変更。）であって、「認定無し」、「裏⼝認定」、
「虚偽報告」を「変更認定で有効である。」とする旨の規定は無い。野党の勉強不⾜で詰め切
らなかった。 

また既述の通り、過去当該「場所」について、正当な認定⼿続きを経て売電資格を得た健
全な発電事業者から権利を承継した証拠は⼀切ありません。 
 しかし、同社は発電を開始して２０年間で約４７９２億円の莫⼤な売電収⼊の利益を得よ
うとしています。そんなこととは知らない国⺠は、同社の利益のために犠牲にならなければ
ならないのでしょうか！？ 

 
再エネ特措法第１７条第５項により、「経済産業⼤⾂は、偽りその他不正の⼿段により第１

項の規定による認定を受けたものがあるときは、その認定を取り消さまければならない」の
で、当該認定の取り消しは必⾄ですが、内閣（政府）が結託した関係上、取り消さなければ
ならないが取り消せない。 

 
第 2 位 ＳＥＪ ＩＶ合同会社  

同社の事業計画認定情報２０２１年１０⽉３１⽇には以下の通りです。 
発電設備の代表所在地：⿅児島県霧島市霧島⽥⼝扇⼭ 2704-1 
設備認定ＩD：Ａ892254H46 
認定出⼒：80,000kw 
太陽電池の合計出⼒：94,120．0kw 
会社設⽴⽇： 平成 30年 1 ⽉ 15 ⽇：会社履歴事項全部証明書 
新規認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 12 ⽇ 正当ならば 36 円/ｋｗｈで無期限・無補償の指定ルール 
 

同社は、【⿅児島県】 事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の発電出⼒第 1 位です。 
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以下の左から 2 列⽬に記載する 20170828 公開九州第２号のリストに認定が無いので「認定な
し」と明記した。最右列に調達期間終了年⽉が公表されたので、20年前に接続済と分かった。 
【⿅児島県】 事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の発電出⼒第 1 位の同社は、
以下の事業計画認定情報２０２３年５⽉３１⽇時点では抹消されていた。１位は⿅屋⼤崎ソー
ラーヒルズ合同会社になった。 
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  平成３０年 1 ⽉ 15 ⽇に会社を設⽴して、２番⽬に有利な３６円/ｋｗｈとなる様に新規認
定⽇＝裏⼝認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 12 ⽇を内閣から受けても、表⾯上は未稼働期間が⻑すぎま
す。 

 
上記認定失効制度で、同社は、事業計画認定情報２０２３年５⽉３１⽇の分を⾒たら消えて

いた。 
 
常識的にも平成 30 年 1 ⽉ 15 ⽇に設⽴した同社が、裏⼝認定⽇＝新規認定⽇：平成 26 年

3 ⽉ 12 ⽇に係る再⽣可能エネルギー発電設備について、①当該設備を設置する場所及び②当

鹿児島県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 764671H 46

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合

同会社

株式会社ＧＦ　職務執行者

陶久　晴岳

鹿児島県鹿屋市寿５－１１

－３

0994-

45-

6490

太陽光 75640.0
鹿児島県曽於郡大崎町野方

志曽木２５３
667 100003.5 2013/3/15 2020年3月 2040年2月

2
認定

無し
A 678804H 46

鹿児島メガソーラー発電株

式会社
小谷野　俊秀 鹿児島市鴨池新町１－１

075-

604-

3487

太陽光 70000.0 鹿児島県鹿児島市七ツ島２ 0 71622.3 2012/7/6 2013年11月2033年10月

3
認定

無し
A 764615H 46

ＳｏｌａｒｉａｎｔＰｏｒ

ｔｆｏｌｉｏＴｗｏ合同会

社

一般社団法人フロンティア

霧島　職務執行者　三品

貴仙

東京都千代田区丸の内２－

２－１

03-

6206-

3437

太陽光 34000.0

鹿児島県霧島市霧島町大字

永水字トンダン３５８４－

１

205 41296.9 2013/3/15 2017年9月 2037年7月

4
認定

無し
A 960440H 46

合同会社ＪＲＥインベスト

メント２号

代表社員　一般社団法人サ

ポートホールディングスＪ

ＲＥさつま　赤津　忠浩

東京都港区六本木６ー２ー

３１六本木ヒルズノースタ

ワー１５階

03-

6455-

4900

太陽光 32000.0
鹿児島県薩摩郡さつま町広

瀬字野下３９５２－１
70 54234.6 2014/3/31 - -

5
認定

有り
A 937914H 46

キナンクリーンエネルギー

株式会社
角口　孝幸

和歌山県新宮市浮島１－２

５

0735-

21-

3800

太陽光 26400.0
鹿児島県垂水市高城字横道

１５００
258 33264.0 2014/3/31 - -

6
認定

有り
A 764666H 46 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 25000.0
鹿児島県日置市東市来町養

母１５４４９－４
0 28838.7 2013/3/15 2016年7月 2036年6月

7
認定

有り
A 730776H 46

合同会社ソーラーファーム

南さつま
職務執行者　粟国　正樹

港区虎ノ門３－２２－１０

－２０１

03-

6895-

9272

太陽光 24000.0
鹿児島県南さつま市金峰町

池辺字浜潟１－２０
167 30738.9 2012/12/4 2019年11月2039年10月

8
認定

有り
A 752015H 46

鹿児島湧水ソーラーパーク

合同会社

ＳＢエナジー株式会社　職

務執行者　里見　武洋

鹿児島県姶良郡湧水町木場

字大水堀６３１０－１

03-

6775-

9689

太陽光 23000.0
鹿児島県姶良郡湧水町木場

字上床６２６９
38 32345.0 2013/3/1 2017年6月 2037年5月

9
認定

有り
A 844855H 46 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 20300.0
鹿児島県霧島市隼人町内字

戸口１９０４－１
124 23775.8 2014/1/15 2022年6月 2042年5月

10
認定

有り
A 731128H 46

合同会社サンシャインエナ

ジー湧水
職務執行者　北川　久芳

姶良郡湧水町川西字七ツ谷

２９９７－２
太陽光 20160.0

鹿児島県姶良郡湧水町川西

字七ツ谷２９９７－２
0 25833.6 2012/12/10 2015年3月 2035年2月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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該設備の仕様のそれぞれの決定をさせることはできないし、認定申請⼿続きもできないし、
報告徴収の通知すら発出することもできないし、平成２６年度報告期限（Ｈ26．9．30）〜
（Ｈ２７．４．２４）までに【必着】させることすらできない。 

 
２０１７０８２８公開九州第２号で開⽰された⿅児島県のリストに、共通に該当する❶設備
名称、❷設備の所在地、❸発電出⼒、❹運転開始予定⽇、❺設備認定⽇等が有るはずですが
認定が無い。 
以下は⿅児島県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発電設備（⿅児島県） 
 
認定出⼒：80,000kw 
新規認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 12 ⽇＝２０１４０３１２ 
同社の上記の認定情報が真実であれば、以下の⿅児島県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発

電設備（⿅児島県）１５/３７ページ〜１６/３７ページの範疇にあるはずですが、「認定無し」
でした。 

最初の２０１４０３１２の認定⽇は、15/37 ⾴の１１⾏⽬の⿅児島県薩摩川内市の 800ｋｗ
から、１６/３７⾴の７⾏⽬迄の範疇に無ければならないはずですが、80，000ｋｗで２０１４
０３１２に該当する認定は無しでした。 

⿅児島県運転開始前および開始後共に５００ｋｗ以上太陽光発電設備（⿅児島県）の中に 80，
000ｋｗの発電設備はありません。唐突に政府が、告⽰の２個の⾏為が成就しないまま、認定
⼿続や認定基準に関わらず、贔屓して裏⼝認定⽇だけ与えたのです。同社は先⾏投資をしない
悪徳特権階級です。 
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報告徴収様式（全１９枚）の 6 枚⽬裏⾯の上段に、繰り返しますが、以下の通り確定⽇付
でわかる必要書類での報告を求めていますが、提出しないまま「虚偽報告」です。 

 
同社は、令和２年２⽉２６⽇に⿅児島県知事 三反園 訓殿に対して「環境影響評価⽅法

書等送付書」送付して、環境アセスメントを開始していますが、完了後林地開発許可申請が
必要な対象森林が、⿅児島県霧島市霧島⽥⼝扇⼭ 2704-1 外７２筆が存在する事実がわかり
ましたので、規則（認定基準）第 8条第 1 項第 2 号「当該認定の申請に係る再⽣可能エネル
ギー発電設備を設置する場所及び当該設備の仕様が決定していること」の要件を充⾜してい
ません。 

 
 ⾏政処分庁の許認可⼿続きが未了 
⿅児島県から開⽰を受けた⾏政⽂書によると、発電設備の所在地 代表住所：⿅児島県霧島市
霧島⽥⼝扇⼭ 2704-1・他筆数：424 は、環境アセスメントの最中で、林地開発許可が必要な場
所が含まれており、環境アセスメントが完了後、林地開発許可申請⼿続き開始しなければなら
ない順番です。 
敷地利⽤権取得前に裏⼝認定⽇（20140312）を与え、連系承諾をして⼯事費負担⾦契約書を締
結したところで、⾏政処分庁の環境アセスメントが完了後、林地開発をしなければならない順
番です。裏⼝認定を受けても、到底早期に運転開始することはできないので、未稼働案件への
対応で、対応しきれず失効となったので、２０２３年５⽉３１⽇の事業計画認定情報から消え
た。 

本来ならば、報告徴収でＳＥＪ ＩＶ合同会社は、調達価格適⽤の必要書類が無いので、法
に基づく報告徴収で取り消されていなければならない案件でした。 
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紙⾯の都合上以下省略 
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上記環境アセスメントの申請状況から、ＳＥＪ ＩＶ合同会社は、調達価格適⽤の必要書類
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が、無いにもかかわらず、 裏⼝認定を受けて、３６円/ｋｗｈの調達価格で買取ってもらっ
て、20年間で 846 億円を国⺠に負担させようとしていた。 
同社の発電場所を⿅児島県庁に開⽰書⾯で確認したところ、林地開発許可申請が必要な場所
があり、環境アセスメント完了後でなければ、同許可申請はできない事実を書⾯で受けてい
ます。環境アセスメントが完了してから林地開発許可⼿続きをしなければならない順番をな
かったことにして３６円/ｋｗｈの調達価格を維持することはできない。 

 
同社は、先⾏投資をしないまま政府から有利な３６円の裏⼝認定⽇を受けて、接続契約を
新規認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 12 ⽇以前に内閣である政府と締結していたと嘘を作ったが、通
算すると未稼働期間が⻑く、未稼働案件への対応で対応できないので、２０２３年５⽉３１
⽇時点の事業計画認定情報には記載されていません。最近、当該認定は取り消されたが本来
は、報告徴収でもっと早期に取り消されていなければならない。というより、平成２６年度
報告期限（Ｈ26．9．30）〜（Ｈ２７．４．２４）の後の平成 30 年 1 ⽉ 15 ⽇に会社を設⽴
して、３６円の売電資格を受けようとしていたので、犯罪です。 

 
第 3 位 ⿅屋⼤崎ソーラーヒルズ合同会社 

同社は、【⿅児島県】 事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の発電出⼒第 2 位で
す。 
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同社の事業計画認定情報２０２１年１０⽉３１⽇には以下の通りです。 
発電設備の代表所在地：⿅児島県曽於郡⼤崎町野⽅志曽⽊ 250 
設備認定ＩD：Ａ７６４６７１Ｈ４６ 
認定出⼒：75，640ｋｗ  
太陽電池の合計出⼒：100，001.8kw 
会社設⽴⽇： 平成 26 年 5 ⽉ 27 ⽇：会社履歴事項全部証明書 
新規認定⽇：平成 25 年 3 ⽉ 15 ⽇ 正当ならば 40円/ｋｗｈ 

 
常識的にも平成 26 年 5 ⽉ 27 ⽇に設⽴した同社が、新規認定⽇＝裏⼝認定⽇（平成 25 年 3

⽉ 15 ⽇）に係る再⽣可能エネルギー発電設備について、①当該設備を設置する場所及び②当
該設備の仕様のそれぞれの決定をさせることはできないし、認定申請⼿続きもできないし、
報告徴収の通知すら発出することもできないし、平成２5 年度報告期限（Ｈ25．10．18）ま
でに【郵送 必着】させることもできないので、唐突に政府が、告⽰の２個の⾏為が成就し
ないまま、認定⼿続や認定基準に関わらず、贔屓して裏⼝認定⽇だけ与えたのです。同社は
先⾏投資をしない悪徳特権階級です。 

鹿児島県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 764671H 46

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合

同会社

株式会社ＧＦ　職務執行者

陶久　晴岳

鹿児島県鹿屋市寿５－１１

－３

0994-

45-

6490

太陽光 75640.0
鹿児島県曽於郡大崎町野方

志曽木２５３
667 100003.5 2013/3/15 2020年3月 2040年2月

2
認定

無し
A 678804H 46

鹿児島メガソーラー発電株

式会社
小谷野　俊秀 鹿児島市鴨池新町１－１

075-

604-

3487

太陽光 70000.0 鹿児島県鹿児島市七ツ島２ 0 71622.3 2012/7/6 2013年11月2033年10月

3
認定

無し
A 764615H 46

ＳｏｌａｒｉａｎｔＰｏｒ

ｔｆｏｌｉｏＴｗｏ合同会

社

一般社団法人フロンティア

霧島　職務執行者　三品

貴仙

東京都千代田区丸の内２－

２－１

03-

6206-

3437

太陽光 34000.0

鹿児島県霧島市霧島町大字

永水字トンダン３５８４－

１

205 41296.9 2013/3/15 2017年9月 2037年7月

4
認定

無し
A 960440H 46

合同会社ＪＲＥインベスト

メント２号

代表社員　一般社団法人サ

ポートホールディングスＪ

ＲＥさつま　赤津　忠浩

東京都港区六本木６ー２ー

３１六本木ヒルズノースタ

ワー１５階

03-

6455-

4900

太陽光 32000.0
鹿児島県薩摩郡さつま町広

瀬字野下３９５２－１
70 54234.6 2014/3/31 - -

5
認定

有り
A 937914H 46

キナンクリーンエネルギー

株式会社
角口　孝幸

和歌山県新宮市浮島１－２

５

0735-

21-

3800

太陽光 26400.0
鹿児島県垂水市高城字横道

１５００
258 33264.0 2014/3/31 - -

6
認定

有り
A 764666H 46 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 25000.0
鹿児島県日置市東市来町養

母１５４４９－４
0 28838.7 2013/3/15 2016年7月 2036年6月

7
認定

有り
A 730776H 46

合同会社ソーラーファーム

南さつま
職務執行者　粟国　正樹

港区虎ノ門３－２２－１０

－２０１

03-

6895-

9272

太陽光 24000.0
鹿児島県南さつま市金峰町

池辺字浜潟１－２０
167 30738.9 2012/12/4 2019年11月2039年10月

8
認定

有り
A 752015H 46

鹿児島湧水ソーラーパーク

合同会社

ＳＢエナジー株式会社　職

務執行者　里見　武洋

鹿児島県姶良郡湧水町木場

字大水堀６３１０－１

03-

6775-

9689

太陽光 23000.0
鹿児島県姶良郡湧水町木場

字上床６２６９
38 32345.0 2013/3/1 2017年6月 2037年5月

9
認定

有り
A 844855H 46 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 20300.0
鹿児島県霧島市隼人町内字

戸口１９０４－１
124 23775.8 2014/1/15 2022年6月 2042年5月

10
認定

有り
A 731128H 46

合同会社サンシャインエナ

ジー湧水
職務執行者　北川　久芳

姶良郡湧水町川西字七ツ谷

２９９７－２
太陽光 20160.0

鹿児島県姶良郡湧水町川西

字七ツ谷２９９７－２
0 25833.6 2012/12/10 2015年3月 2035年2月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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２０１７０８２８公開九州第２号で開⽰された⿅児島県のリストに、共通に該当する❶設

備名称、❷設備の所在地、❸発電出⼒、❹運転開始予定⽇、❺設備認定⽇等が有るはずです
が認定が無い。 
以下は⿅児島県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発電設備（⿅児島県） 
認定出⼒：75，640ｋｗ  
新規認定⽇：平成 25 年 3 ⽉ 15 ⽇＝２０１３０３１５ 
同社の上記の認定情報が真実であれば、以下の⿅児島県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発

電設備（⿅児島県）2/３７ページの範疇にあるはずですが、「認定無し」でした。 
 

最初の２０１３０３１５の認定⽇は、2/37 ⾴の１⾏⽬の⿅児島県志布志市の 1990.0ｋｗか
ら、2/３７⾴の 5 ⾏⽬迄の範疇に無ければならないはずですが、75，640ｋｗ で２０１３０
３１５に該当する認定は無い。以下の１/３７⾴にも 75，640ｋｗ、２０１３０３１５は無
い。 

また以下の 2/37 ⾴の１⾏⽬から５⾏⽬までの間に 75，640ｋｗ、２０１３０３１５は無い。 
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事業計画認定情報が真実ならば、２０１７０８２８公開九州第２号の「開⽰リスト」⿅児島県
（運転開始後）全 25 ⾴の中の運転開始後の設備認定⽇ 20130307〜20130730 の間に【発電出
⼒ 75,640kw】に該当する【設備認定⽇ 20130315】が⼊っていなければならないところですが
無い。 
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既述の【⿅児島県】 事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の 2 列⽬に「認定無
し」と明記。 
 

⿅屋⼤崎ソーラーヒルズ合同会社の林地開発申請⽇は、以下の⿅児島県知事 指令森推第３
７号 同社の林地開発申請⽇は平成２７年４⽉１７⽇ですから、新規認定⽇：平成 25 年 3 ⽉
15 ⽇⇒20130315 より２年以上遅れており、第 6 項調達価格適⽤の必要書類が無いので、
調達価格４２円/ｋｗｈは維持できないまま、既に発電を開始して、相談者らの買取の経験上
100，001.8ｋｗならば、２０年間で１０００億円もの再エネ賦課⾦を国⺠に負担させ、既に
発電を開始して、２０２４年１⽉までに１９５億８３３３万円を買取らせて、相当額を国⺠
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に⼤損させている。 
発電設備のコストは、経験した１メガ２億円から約１.２億円に下がっているから、約１２０
億円です。より良い投資効率となっています。 

 
会社設⽴⽇ 平成 26 年 5 ⽉ 27 ⽇の同社は、４２円（当時の税込）/ｋｗｈの報告徴収の報告
期限平成２５年１０⽉１８⽇までに 証拠の必要書類の提出はできないので虚偽報告です。
発電した電気を 40 円/ｋｗｈで九電に買取らせて、当該買取費⽤を国⺠に負担させているの
は、政府と悪徳特権階級等が結託した不法⾏為です。 

 
以下は⿅屋⼤崎ソーラーヒルズ合同会社の林地開発申請から許可までの書類のスキャンです
が、新規設備認定⽇（Ｈ２５．３．１５）より後の書⾯ですから、認定申請書に添付できま
せんし、報告徴収が求めた［●：必ず提出］の必要書類を提出できないまま、40 円/ｋｗｈ
を裏⼝認定と虚偽報告で維持し続けて利益を受けている。その分、知らないまま、現に負担
し続けている国⺠は⼤損をしています。 
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 報告徴収 １枚⽬の本⽂末⽂「経済産業省としては、固定価格買取制度を安定的かつ着実に
運⽤していくことが重要と考えており、同法の適正な執⾏のためご協⼒をいただきますよう宜
しくお願いいたします。」そして６枚⽬裏⾯の必要書類である林地開発申請書の写しは、報告期
限までに提出するのは不可能のまま４２円（当時の税込）/ｋｗｈを維持し続けており、正真正
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銘の虚偽報告です。 
 
常識的にも平成 26 年 5 ⽉ 27 ⽇に設⽴された同社が、時系列から、新規認定⽇：平成 25 年 3
⽉ 15 ⽇の前に、 告⽰（経済産業省告⽰第 139 号）「平成 24 年 7 ⽉ 1 ⽇から平成 25 年 3 ⽉
31 ⽇までの間において、法 5条第 1 項の接続に係る契約の申込みの内容のうち特に発電場所
及び接続箇所を記載した書⾯を当該電気事業者による受領させる⾏為、⼜は法第 6 条第 1 項
に規定する経済産業⼤⾂へ規則（認定⼿続）第７条および（認定基準）第８条を充⾜させて
認定を受ける⾏為のうちいずれか遅い⽅の⾏為の両⽅とも成就させることは不可能です。 

できるのは、規則（認定⼿続）第７条および（認定基準）第８条を充⾜させないまま、結
託して裏⼝認定⽇を受けて⼒で固定価格買取制度を悪⽤して発電した電気を九電に買取らせ
て、九電は知らない国⺠に「再エネ賦課⾦」を強制的に徴収しているので、国⺠は⼤損をし
ています。 

 
前述の「認定なし」で「裏⼝認定⽇」ですから、再エネ特措法第１７条第５項により、「経

済産業⼤⾂は、偽りその他不正の⼿段により第１項の規定による認定を受けたものがあると
きは、その認定を取り消さまければならない」ので、当該認定の取り消しは必⾄です。 

 
虚偽で不法に既に受けた調達価格の再エネ賦課⾦は全額国⺠が負担しており、全額返還さ

せなければ、固定価格買取制度の趣旨に反する。真実を知った国⺠は決して許さないのは、
⽕を⾒るより明らかです。結託したものは電⼒マフィアです。 

 
同社の林地開発申請⽇は、平成 27 年 4 ⽉ 17 ⽇（⿅児島県：指令森推第 37 号）ですから、

虚偽報告ですから、法第１７条第５項により、「経済産業⼤⾂は、偽りその他不正の⼿段によ
り第１項の規定による認定を受けたものがあるときは、その認定を取り消さまければならな
い」が、裏⼝認定を与えた政府は取り消さない。 

 
既に同社は、発電を開始しており、新規認定⽇＝裏⼝認定⽇に係る調達価格４０円/ｋｗｈ

で、九電に買取らせている。 
認定出⼒ 75，640ｋｗに対し太陽電池の合計出⼒：100，001.8kw と過積載で、九電は２

０年間で約１０００億円を国⺠から「再エネ賦課⾦」として数百億円を強制的に負担させて
います。 
知らない国⺠は裏⼝認定を受けた特権階級の不法な利益のための犠牲になっていますが、
不法⾏為で得た売電収⼊ですから全額返還させるのが、法の正義です。 
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第 4 位 ⿅児島メガソーラー発電株式会社  
同社は、【⿅児島県】 事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の発電出⼒第 3 位で

す。 
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発電設備の代表所在地：⿅児島県⿅児島市七つ島 2 
設備認定ＩD：Ａ６７８８０４Ｈ４６ 
認定出⼒：70，000.0ｋｗ  
太陽電池の合計出⼒：71，622.3kw 
会社設⽴⽇： 平成 24 年 7 ⽉ 10⽇：会社履歴事項全部証明書 
新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇ 正当ならば 40円/ｋｗｈ 

 
２０１７０８２８公開九州第２号で開⽰された⿅児島県のリストに、共通に該当する❶設

備名称、❷設備の所在地、❸発電出⼒、❹運転開始予定⽇、❺設備認定⽇等が有るはずです
が認定が無い。 
以下は⿅児島県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発電設備（⿅児島県） 
認定出⼒：70，000.0ｋｗ  
新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇ 正当であれば４０円/ｋｗｈ 
同社の上記の認定情報が真実であれば、以下の⿅児島県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発
電設備（⿅児島県）1/３７ページの範疇にあるはずですが、「認定無し」でした。 
 
２０１７０８２８公開九州第２号 ⾏政⽂書開⽰決定通知書（平成２９年９⽉２１⽇）の中

鹿児島県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 764671H 46

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合

同会社

株式会社ＧＦ　職務執行者

陶久　晴岳

鹿児島県鹿屋市寿５－１１

－３

0994-

45-

6490

太陽光 75640.0
鹿児島県曽於郡大崎町野方

志曽木２５３
667 100003.5 2013/3/15 2020年3月 2040年2月

2
認定

無し
A 678804H 46

鹿児島メガソーラー発電株

式会社
小谷野　俊秀 鹿児島市鴨池新町１－１

075-

604-

3487

太陽光 70000.0 鹿児島県鹿児島市七ツ島２ 0 71622.3 2012/7/6 2013年11月2033年10月

3
認定

無し
A 764615H 46

ＳｏｌａｒｉａｎｔＰｏｒ

ｔｆｏｌｉｏＴｗｏ合同会

社

一般社団法人フロンティア

霧島　職務執行者　三品

貴仙

東京都千代田区丸の内２－

２－１

03-

6206-

3437

太陽光 34000.0

鹿児島県霧島市霧島町大字

永水字トンダン３５８４－

１

205 41296.9 2013/3/15 2017年9月 2037年7月

4
認定

無し
A 960440H 46

合同会社ＪＲＥインベスト

メント２号

代表社員　一般社団法人サ

ポートホールディングスＪ

ＲＥさつま　赤津　忠浩

東京都港区六本木６ー２ー

３１六本木ヒルズノースタ

ワー１５階

03-

6455-

4900

太陽光 32000.0
鹿児島県薩摩郡さつま町広

瀬字野下３９５２－１
70 54234.6 2014/3/31 - -

5
認定

有り
A 937914H 46

キナンクリーンエネルギー

株式会社
角口　孝幸

和歌山県新宮市浮島１－２

５

0735-

21-

3800

太陽光 26400.0
鹿児島県垂水市高城字横道

１５００
258 33264.0 2014/3/31 - -

6
認定

有り
A 764666H 46 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 25000.0
鹿児島県日置市東市来町養

母１５４４９－４
0 28838.7 2013/3/15 2016年7月 2036年6月

7
認定

有り
A 730776H 46

合同会社ソーラーファーム

南さつま
職務執行者　粟国　正樹

港区虎ノ門３－２２－１０

－２０１

03-

6895-

9272

太陽光 24000.0
鹿児島県南さつま市金峰町

池辺字浜潟１－２０
167 30738.9 2012/12/4 2019年11月2039年10月

8
認定

有り
A 752015H 46

鹿児島湧水ソーラーパーク

合同会社

ＳＢエナジー株式会社　職

務執行者　里見　武洋

鹿児島県姶良郡湧水町木場

字大水堀６３１０－１

03-

6775-

9689

太陽光 23000.0
鹿児島県姶良郡湧水町木場

字上床６２６９
38 32345.0 2013/3/1 2017年6月 2037年5月

9
認定

有り
A 844855H 46 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 20300.0
鹿児島県霧島市隼人町内字

戸口１９０４－１
124 23775.8 2014/1/15 2022年6月 2042年5月

10
認定

有り
A 731128H 46

合同会社サンシャインエナ

ジー湧水
職務執行者　北川　久芳

姶良郡湧水町川西字七ツ谷

２９９７－２
太陽光 20160.0

鹿児島県姶良郡湧水町川西

字七ツ谷２９９７－２
0 25833.6 2012/12/10 2015年3月 2035年2月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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の対象期間、対象地区、500ｋｗ以上の太陽光発電設備の運転開始前及び運転開始後の中に、
同社の発電設備の認定は存在していませんから、【⿅児島県】 事業計画認定情報 ２０２１
年１０⽉３１⽇時点の左列から２列⽬に「認定なし」と明記しています。 

 
認定出⼒：70，000.0ｋｗ 新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２０７０６ が運転開

始前であれば、１/３７⾴の３⾏⽬に書かれているはずですが無い。 
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認定出⼒：70，000.0ｋｗ 新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２０７０６ が運転開

始後であれば、１/25 ⾴の 1 ⾏⽬に書かれているはずですが無い。 
 

 

同社の場所の確保⽇は、平成 24 年 7 ⽉ 10⽇に会社設⽴しただけでは⾜りず、使⽤の権限
を有する者の承諾を得ていることを証明する書類を確保したのは、発電場所への賃借権設定
⽇平成 25 年 11 ⽉ 1 ⽇であるから、新規認定⽇（平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇）前の申請時点では賃
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借権設定がなされていない。 

 ［●：必ず提出］の必要書類が無いので調達価格４０円/ｋｗｈを維持することはでき

ない。 
通常の発電事業者は、賃借権設定⽇平成 25 年 11 ⽉ 1 ⽇を確認して証拠である⼟地の登記簿
謄本（⿅児島県⿅児島市七ツ島 2 丁⽬ 1-1）を添付して認定申請⼿続きをするので、告⽰に
係る売電単価は３６円となる。 

 
常識的にも平成 24 年 7 ⽉ 10 ⽇に設⽴した同社が、新規認定⽇＝裏⼝認定（平成 24 年 7

⽉ 6 ⽇）に係る再⽣可能エネルギー発電設備について、認定申請書に①当該設備を設置する
場所及び②当該設備の仕様のそれぞれの決定をさせることはできないし、報告徴収の通知す
ら発出することもできないし、平成２5 年度報告期限（Ｈ25．10．18）までに【郵送 必着】
させることもできない 
 
⿅児島メガソーラー発電株式会社設⽴⽇：平成 24 年 7 ⽉ 10⽇：会社履歴事項全部証明書  
全九州 第 4 位の⿅児島メガソーラー発電株式会社の事業計画認定情報 
設備ＩD：Ａ678804Ｈ46 
発電事業者名：⿅児島メガソーラー発電株式会社 
代表者名：代表取締役社⻑ ⼩⾕野 俊秀  
事業者の住所：⿅児島県⿅児島市鴨池新町 1-1 
事業者の電話番号：075−604−3487 
発電設備区分：太陽光 
【発電出⼒】：70,000kw 
発電設備の所在地 代表住所：⿅児島県⿅児島市七ツ島 2 
他筆数：0＝※上記代表住所 1筆だけです。 
太陽光の合計出⼒：71,622．3kw 
新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇⇒20120706 正当ならば 40円/ｋｗｈ 
調達期間終了年⽉ ２０３３年１０⽉ですから、２０年前の２０１３年１０⽉に接続済   

 
平成 24 年 7 ⽉ 10 ⽇に設⽴された同社が、新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇より前の認定申
請時点に規則【認定⼿続】第 7 条第 2 項第４号の所有権その他の使⽤の権原を有する者の承
諾を得ていることを証明する書類を認定申請書に添付することは、時系列から到底できない。 

 
事業計画認定情報の代表地番は、「七ツ島 2」・「他の筆数：0」だけですから 1 筆です。⼟地
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全部事項証明書によると正確には、⿅児島県⿅児島市七ツ島 2 丁⽬ 1-1：⾯積 1,322,400 ㎡
で、使⽤の権原を有する者の承諾を得ていることを証明する書類を確保したのは、賃借権設
定⽇平成 25 年 11 ⽉ 1 ⽇であるから、新規認定⽇（平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇）前の申請時点では
賃借権設定がなされていない。 

 
 ［●：必ず提出］の必要書類は無い 

上述の通り、報告徴収の１５⾴裏⾯〜１６⾴表⾯で［●：必ず提出］とされた場所の確保⽇
は「・所有権⼜は地上権が登記された⽇、若しくは所有権⼜は地上権、賃借権等に係る契約
⽇を記⼊してください。」 
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報告徴収の１５⾴裏⾯（―証拠書類提出にあたっての注意事項―）〜１６⾴表⾯で［●：
必ず提出］とされた場所の確保⽇は「所有権⼜は地上権が登記された⽇、若しくは所有権⼜
は地上権、賃借権等に係る契約⽇を記⼊してください。」と書かれている。 
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賃借権設定 原因 平成２５年１１⽉１⽇設定 賃料２，７０４万６，６５４円 ⽀払時
期 毎⽉末までに翌⽉分前払い 存続期間２０年 賃借権者 ⿅児島メガソーラー発電株式
会社。運転開始報告年⽉ ２０１３年１１⽉ 調達価格終了年⽉ ２０３３年１０⽉ と正
確であるならば、調達価格が適⽤させるならば３６円/ｋｗｈである。４０円/ｋｗｈを適⽤
するには、賃料は遅くても２０１３年３⽉分から２０年間⽀払う内容の契約でなければ、「場
所」を確保したことにはならない。平成２５（２０２３）年３⽉末時点では、運転開始前で
あるから、３０⽇を超える無期限・無補償で発電を開始したことになるが、贔屓した悪徳特
権階級であるから、３０⽇を超える無期限・無補償で出⼒抑制をしたとは考えにくい。 

 
⿅児島メガソーラー発電株式会社は、平成２５年１１⽉１⽇に賃借権を確保したので３６円/

ｋｗｈです。 
 
  有利な裏⼝認定を受けて、既に同社は、発電開始後１２４ヶ⽉で約３６９億９３３３万円

も売電しており、新規認定⽇＝裏⼝認定⽇に係る調達価格４０円/ｋｗｈの適⽤を受けたこと
にして、九電に買取らせている。九電は２０年間で約 716 億円を国⺠から「再エネ賦課⾦」
として強制的に負担させます。 
知らない国⺠は裏⼝認定を受けた悪徳特権階級の不正な利益のための犠牲になっています。 
国⺠が、裏⼝認定と知った以上、裏⼝認定企業に対して⽀払われた⾦額は全額返⾦されるべ
きではないでしょうか。 

  
第 5 位 パシフィコ・エナジー細江合同会社  
パシフィコ・エナジー細江合同会社は、【宮崎県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇
時点の発電出⼒第 1 位です。 
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発電設備の代表所在地：宮崎県宮崎市細江字勘露事 2799-3 
設備認定ＩD：Ａ７４２０５８Ｈ４５ 
認定出⼒：63，000ｋｗ 
太陽電池の合計出⼒：96，219.5ｋｗ 

宮崎県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 742058H 45

パシフィコ・エナジー細江

合同会社

一般社団法人細江ホール

ディングス　職務執行者

本郷　雅和

宮崎市大字細江２７９９番

地の３

03-

4540-

7830

太陽光 63000.0
宮崎県宮崎市細江字勘露事

２７９９－３　他２５８筆
0 96219.5 2013/1/25 2018年2月 2038年1月

2
認定

無し
A 937931H 45

ＳＭＦＬみらいパートナー

ズ株式会社
寺田　達朗

東京都千代田区丸の内１－

３－２

03-

6695-

8190

太陽光 44000.0
宮崎県東臼杵郡門川町大字

庵川角石６６４
466 47468.9 2014/3/31 2021年5月 2041年4月

3
認定

無し
A 764509H 45 合同会社有水太陽光発電所

一般社団法人日本エネル

ギー開発　職務執行者　北

川　久芳

東京都千代田区丸の内３－

１－１　東京共同会計事務

所内

03-

3556-

3210

太陽光 33660.0
宮崎県都城市高城町大字有

水字高八重２１９２－１
148 44001.6 2013/3/11 - -

4
認定

有り
A 916465H 45

えびの市浦太陽光発電所合

同会社

合同会社ひなた　職務執行

者　日髙　政一

宮崎県えびの市大字小田字

中島５７５番地３
太陽光 30000.0

宮崎県えびの市大字浦字水

呑３６５－１１９
135 44905.7 2014/3/17 2021年3月 2041年1月

5
認定

有り
A 937543H 45

宮崎亀の甲ソーラー合同会

社

ＮＴＴアノードエナジー株

式会社　職務執行者　有江

博和

宮崎県東諸県郡国富町大字

三名字大山谷３３５７－９

0985-

27-

4100

太陽光 29700.0
宮崎県東諸県郡国富町三名

万歳谷３１７０他７３筆
0 32697.0 2014/3/19 2017年1月 2036年12月

6
認定

有り
A 937787H 45 日本エコエナジー合同会社 職務執行者　粟国　正樹

港区虎ノ門３丁目２２番１

０－２０１号

03-

4588-

6600

太陽光 25000.0
宮崎県宮崎市田野町字松井

坊乙１２３９４－２
67 34407.0 2014/3/25 2022年7月 2040年8月

7
認定

有り
A 938133H 45

株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｎ

ｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｔｏ

ｇｏ

田中　秀憲
東京都千代田区神田神保町

１－１０５
太陽光 25000.0

宮崎県日向市東郷町山陰字

コヲサキ己８０５－イ
28 30511.4 2014/3/31 2020年2月 2039年12月

8
認定

有り
A 937421H 45

ジェイバリュー信託株式会

社
杉谷　孝治

東京都中央区日本橋本町３

－４－５

03-

6551-

2620

太陽光 24959.2
宮崎県日向市大字塩見字上

切畑３４３５
34 35430.6 2014/3/17 2020年4月 2040年2月

9
認定

有り
A 937895H 45 第一Ｑソーラー株式会社

ハンファエナジージャパン

株式会社　職務執行者　朴

聖龍

東京都港区芝４－１０－１

ハンファビル６階

03-

5441-

5942

太陽光 21000.0
宮崎県宮崎市高岡町五町字

境原２７１２－１
46 31513.0 2014/3/28 2018年11月 2038年10月

10
認定

有り
A A 82911H 45 第四Ｑソーラー合同会社 職務執行者　朴　聖龍

東京都港区芝４－１０－１

ハンファビル６階

03-

5441-

5942

太陽光 21000.0
宮崎県宮崎市高岡町五町字

境原２６７２－１
38 29878.3 2016/12/22 2019年11月 2039年10月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名



41 
 

会社設⽴⽇： 平成 30年 6 ⽉ 20⽇：会社履歴事項全部証明書 
新規認定⽇：平成 25 年 1 ⽉ 25 ⽇ 正当ならば 40円/ｋｗｈ 

  
常識的にも平成 30 年 6 ⽉ 20 ⽇に設⽴した同社が、新規認定⽇＝裏⼝認定（平成 25 年 1

⽉ 25 ⽇）に係る再⽣可能エネルギー発電設備について、認定申請書に①当該設備を設置する
場所及び②当該設備の仕様のそれぞれの決定をさせることはできないし、認定申請⼿続きも
できないし、報告徴収の通知すら発出することもできないし、報告期限(Ｈ２５．１０.１８)
までに報告することもできない。 

 
２０１７０８２８公開九州第２号で開⽰された宮崎県のリストに、共通に該当する❶設備

名称、❷設備の所在地、❸発電出⼒、❹運転開始予定⽇、❺設備認定⽇等が有るはずですが
認定が無い。 
以下は宮崎県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発電設備（宮崎県） 
認定出⼒：63，000.0ｋｗ  
新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２０７０６ 
同社の上記の認定情報が真実であれば、以下の宮崎県運転開始前５００ｋｗ以上太陽光発電
設備（宮崎県）1/18ページの範疇にあるはずですが、「認定無し」でした。 
 
２０１７０８２８公開九州第２号 ⾏政⽂書開⽰決定通知書（平成２９年９⽉２１⽇）の中
の対象期間、対象地区、500ｋｗ以上の太陽光発電設備の運転開始前及び運転開始後の中に、
同社の発電設備の認定は存在していませんから、【宮崎県】 事業計画認定情報 ２０２１年
１０⽉３１⽇時点の左列から２列⽬に「認定なし」と明記しています。 

 
認定出⼒：63，000.0ｋｗ 新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２０７０６は、以下の

１/１８⾴の運転開始前 500ｋｗ以上太陽光発電設備（宮崎県）の１⾏⽬にあるはずなのに、当
該認定は無い。 
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認定出⼒：63，000.0ｋｗ 新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２０７０６は、以下の

１/１８⾴の運転開始後 500ｋｗ以上太陽光発電設備（宮崎県）の 2 ⾏⽬にあるはずなのに、当
該認定は無い。 
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同社が宮崎県への林地開発申請⽇は、2014（平成 26）年 10 ⽉ 24 ⽇です。パシフィコ・エ
ナジー細江合同会社の設⽴⽇は、平成 30年 6 ⽉ 20⽇に間違はない。しかし、宮崎県知事へ同
社名義で平成２６年１０⽉２４⽇に林地開発許可申請⽇となって時間の辻褄が合わないが、後
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述の履歴事項全部証明書（1/2）と閉鎖事項全部証明書（全 3 枚）の吸収合併で辻褄が合った。 
吸収合併で辻褄が合ったとしても、平成２5 年度報告期限（Ｈ25．10．18）までに【郵送 
必着】させることもできない。虚偽報告ですから、法第１７条第５項により、「経済産業⼤⾂
は、偽りその他不正の⼿段により第１項の規定による認定を受けたものがあるときは、その認
定を取り消さまければならない」 
 
原告が開⽰を受けた令和３年１０⽉１９⽇：宮崎県知事の「公⽂書部分開⽰決定通知書」

2490-1972 の内容は以下のリストの通りです。同社の林地開発許可申請⽇は平成２６年１０⽉
２４⽇と分かりました。 

以下は宮崎県の林地開発許可申請箇所⼀覧表（新規申請）の１３番⽬に同社の林地開発許可
申請⽇が平成２６年１０⽉２４⽇だとわかります。 
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新規認定⽇＝裏⼝認定⽇：平成 25 年 1 ⽉ 25 ⽇ 正当ならば 40円/ｋｗｈですが、必要書類

の林地開発許可申請⽇平成２６年１０⽉２４⽇では、４０円/ｋｗｈに相応しいかどうか検証
した報告徴収の報告期限（Ｈ２５．１０．１８）までに【郵送 必着】させることはできま
せん。 

報告徴収様式（全１９枚）の 6 枚⽬裏⾯の上段に、繰り返しますが、以下の通り確定⽇付
でわかる必要書類での報告を求めていますが、提出しないまま「虚偽報告」です。 

 
  
到底売電単価４０円/ｋｗｈで発電した電気を九電に買取らせることはできないのに、既に

同社は、発電を開始しており、新規認定⽇＝裏⼝認定⽇に係る調達価格４０円/ｋｗｈで、九
電に買取らせている。 

当該買取費⽤を知らない国⺠に「再エネ賦課⾦」として、既に強制徴収しています。 
認定出⼒：63，000ｋｗに対し太陽電池の合計出⼒：96，219.5ｋｗの過積載で、九電は２０
年間で約９６２億円を国⺠から「再エネ賦課⾦」として強制的に負担させています。既に発
電を開始して、２０２４年１⽉までに２８８億 6000 万円を買取らせて、相当額を国⺠に⼤
損させている。 
知らない国⺠は裏⼝認定を受けた特権階級の不法な利益のために既に⼤損しています。犠
牲になっています。 
吸収合併等の詳細な証拠は、会社の謄本で分かりますが、上述の⼤損させている事実に変
わりはありません。 
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第 6 位 ⼤分メガソーラー合同会社  
⼤分メガソーラー合同会社は、以下の【⼤分県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１

⽇時点の発電出⼒第 1 位です。 

 
 
以下は、【⼤分県】事業計画認定情報 2023 年 5 ⽉ 31 ⽇ 
最右列に調達期間終了年⽉ 2034 年 2 ⽉とあるから２０１４（平成２６）年２⽉に接続済です。 
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第 6 位の⼤分メガソーラー合同会社の事業計画認定情報２０２１年１０⽉３１⽇時点 
・設備ＩD：Ａ733544Ｈ44 
・発電事業者名： ⼤分メガソーラー合同会社 
・代表者名：職務執⾏者 北川 久芳 
・事業者の住所：東京都千代⽥区丸の内 3-1-1 
・事業者の電話番号：03−5219−8910 
・発電設備区分：太陽光 
・【発電出⼒】：61,000kw 
・発電設備の所在地 代表住所：⼤分県⼤分市⻘崎 2  
・他筆数：15 
・太陽光の合計出⼒：82,017．5kw 
・新規認定⽇：平成 24 年 12 ⽉ 18⽇⇒２０１２１２１８ 正当ならば４０円/ｋｗｈ 
・廃棄費⽤の積み⽴て状況：運転開始前 以上 
⼤分メガソーラー合同会社の会社設⽴⽇：平成 28年 12 ⽉ 26 ⽇：会社履歴事項全部証明書  
 
平成 28年 12 ⽉ 26 ⽇に設⽴された会社が、新規認定⽇平成 24 年 12 ⽉ 18⽇より前の認定申請
時点の【認定⼿続】第 7 条第 2 項第４号の所有権その他の使⽤の権原を有する者の承諾を得て
いることを証明する書類を認定申請書に添付することは到底できないが、過去に売電資格を認

大分県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 733544H 44 大分メガソーラー合同会社

大分メガソーラー一般社団

法人　職務執行者　北川

久芳

東京都千代田区丸の内３－

１－１

03-

5219-

8910

太陽光 61000.0
大分県大分市青崎２他１５

筆
0 82017.5 2012/12/18 2014年3月2034年2月

2
認定

無し
A 796326H 44 野津ソーラー合同会社

株式会社ティーティーエス

企画　職務執行者　野見山

俊之

福岡県飯塚市有安１０３９

－１

0948-

82-4936
太陽光 50000.0

大分県臼杵市野津町大字原

字瀬戸川内５７
138 65000.0 2013/8/28 - -

3
認定

無し
A 764662H 44

ＬＯＨＡＳ　ＥＣＥ２合同

会社

一般社団法人　ティーダ

ホールディングス４　職務

執行者　中村　武

大分県速見郡日出町豊岡７

７８－１
太陽光 44000.0

大分県速見郡日出町大字南

畑字大村台９１５－４９
140 53403.6 2013/3/15 2020年5月2039年9月

4
認定

無し
A 764655H 44

ＳＧＥＴみやこメガソー

ラー合同会社
職務執行者　北川　久芳

千代田区丸の内三丁目１番

１号

03-

6711-

9150

太陽光 40260.0
大分県宇佐市大字上矢部字

助戸１７８
203 50016.0 2013/3/15 2019年1月2038年12月

5
認定

無し
A 859492H 44

大分日吉原ソーラー株式会

社
村上　洋一

大分県大分市大字日吉原３

－２０

03-

3497-

3326

太陽光 34000.0
大分県大分市大字日吉原３

－１９
1 44884.2 2014/2/3 2016年3月2036年2月

6
認定

無し
A 764422H 44

別府内成ソーラー発電所管

理株式会社
二階堂　裕一

大分県速見郡日出町２８４

９

0977-

72-2324
太陽光 32250.0

大分県別府市大字内成字ヒ

カサコ３５３
63 33228.8 2013/3/4 2021年10月2041年9月

7
認定

無し
A 744637H 44

Ｏｉｔａ　Ｓｏｌａｒ合同

会社
粟国　正樹

東京都港区虎ノ門３－２２

－１０－２０１

03-

6402-

5408

太陽光 30006.0
大分県大分市大字今市字石

合原１０７０－１
9 38648.8 2013/2/19 2020年3月2040年2月

8
認定

有り
A 743554H 44

ハンファソーラーパワー杵

築合同会社

ハンファＱセルズジャパン

株式会社　職務執行者　朴

聖龍

大分県杵築市山香町大字広

瀬字大平１２３４－２

03-

5441-

5942

太陽光 20000.0
大分県杵築市山香町大字広

瀬字大平１２３４－２
31 24472.0 2013/1/29 2015年1月2034年12月

9
認定

有り
A 777043H 44

Ｂｅｐｐｕ　Ｓｏｌａｒ合

資会社

ｓａｆｅｒａｙ　Ｂｅｐｐ

ｕ　Ｈｏｌｄｉｎｇ合資会

社　職務執行者　トーマ

ス・グネフコウ

大分県別府市風呂本２２８

－１　辻田隆司方

03-

6809-

1948

太陽光 20000.0
大分県別府市大字東山字東

野５２７－１
34 26673.0 2013/7/122018年11月2038年10月

10
認定

有り
A A 50106H 44 合同会社ＢＨ志生木

職務執行者　株式会社ブ

ルーキャピタルマネジメン

ト　原田秀雄

東京都港区赤坂２－１６－

８

03-

6435-

5932

太陽光 20000.0
大分県大分市大字志生木字

渡戸１０９３
101 26000.9 2015/11/272019年11月2039年10月

番号
発電出力

（kW）
設備ID 発電事業者名 代表者名 事業者の住所

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月

調達期間

終了年月

認定

有無
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定された会社から権利を承継し、新しく会社を設⽴した場合が考えられます・ 
 
そうであれば、売電資格を認定された会社が、２０１７０８２８公開九州第２号の中に【発電
出⼒ 61,000kw】と【設備認定⽇ 20121218】は、運転開始前 500ｋｗ以上（⼤分県）全 17 ⾴
の 1/17 ⾴の２⾏⽬に無ければならないのに当該認定は無い。 
 
また運転開始後 500ｋｗ以上（⼤分県）全 10⾴の３/１０⾴の末⾏から 4/10⾴の１⾏⽬に無け
ればならないのに当該認定は無い・ 
 
⼊っていなければならないところですが、無いので、【⼤分県】事業計画認定情報 ２０２１年
１０⽉３１⽇時点の左から 2列⽬に「認定なし」と明記した。 
 
 
 
 
 
 

認定出⼒：6１，000.0ｋｗ 新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２１２１８は、以下
の１/１７⾴の運転開始前 500ｋｗ以上太陽光発電設備（⼤分県）の１⾏⽬にあるはずなのに、
当該認定は無い。 
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認定出⼒：6１，000.0ｋｗ 新規認定⽇：平成 24 年 7 ⽉ 6 ⽇＝２０１２１２１８は、以下
の 3/１０⾴の運転開始前 500ｋｗ以上太陽光発電設備（⼤分県）の１⾏⽬にあるはずなのに、
当該認定は無い。 
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設⽴⽇が平成 28年 12 ⽉ 26 ⽇の同社は、経済産業省告⽰第 139 号「平成 24 年 7 ⽉ 1 ⽇から
平成 25 年 3 ⽉ 31 ⽇までの間において、法 5条第 1 項の接続に係る契約の申込みの内容（特
に設置場所及び接続箇所）を記載した書⾯の当該電気事業者による受領⼜は法第 6条第 1 項
に規定する経済産業⼤⾂の認定のうちいずれか遅い⽅の⾏為」ですから、接続に係る契約の
申込みの内容（特に設置場所及び接続箇所）を記載した書⾯の受領や経済産業⼤⾂の認定の
どちらの⾏為も不可能です。告⽰が⽀配する限り、唐突な新規認定⽇：平成 24 年 12 ⽉ 18⽇
と早期の裏⼝認定⽇を新発明して作っても調達価格４２円（当時の税込）/ｋｗｈは維持でき
ない。 
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後述の登記簿謄本から丸紅エネックス株式会社の⼟地に、平成２５年４⽉１⽇以降「３０⽇
を超える無期限無補償」を同意して平成 26 年 7 ⽉ 15 ⽇（原因⽇平成２６年３⽉１２⽇）に
⼤分パワーソーラー株式会社が、賃借権を設定して、平成 29 年 2 ⽉ 28⽇に賃借権が⼤分メ
ガソーラー合同会社に移転された事実がわかります。 

 
仮に丸紅エネックス株式会社が、下記の認定情報で正当な認定を受けていたならば、２０１
７０８２８公開九州第２号で開⽰された“⼤分県（運転開始前）全１７⾴”⼜は“⼤分県（運転
開始後）全１０⾴”の中に⼊っていなければならないが、当該「認定なし」でした。 

 
  記 
【発電出⼒】：61,000kw 
・発電設備の所在地 代表住所：⼤分県⼤分市⻘崎 2  
・他筆数：15 
・太陽光の合計出⼒：82,017．5kw 
・新規認定⽇：平成 24 年 12 ⽉ 18⽇⇒20121218 正当ならば４０円/ｋｗｈ 
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新規認定⽇：平成 24 年 12 ⽉ 18⽇⼜は、告⽰に係る設置場所及び接続箇所を記載した書⾯
の当該電気事業者による受領のうちいずれか遅い⽅の羈束⾏為で調達価格が適⽤される
ので、認定に係る設置場所は、報告徴収の 15 枚⽬の裏の書⾯には、①認定に係る場所（設
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備所在地）、②場所の確保の有無、③場所の確保⽇「所有権⼜は地上権が登記された⽇、若し
くは所有権⼜は地上権、賃貸借権等に係る契約⽇を記⼊してください。そして場所の確保⽇
の証拠書類として、⼟地⼜は建物に係る登記簿謄本の写しが「●：必ず提出」と書かれてい
る。 

発電場所への賃借権設定（平成２６年７⽉１５⽇）の原因⽇は、平成２６年３⽉１２⽇です。 
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場所の確保⽇を証明するのに、「●：必ず提出」とされた賃借権登記済の登記簿謄本を４２円
（当時の税込）/ｋｗｈの場合の報告期限（Ｈ２５．１０．１８）までに提出することは不可
能ですから、虚偽報告となり、経済産業⼤⾂は当該認定を取消さなければならない。４２円
（当時の税込）/ｋｗｈを維持することはできない。 

   
報告徴収 15 枚⽬裏⾯の「●：必ず提出」とされた賃借権登記済の登記簿謄本の写しを報告
期限までに提出するのは不可能のまま４２円（当時の税込）/ｋｗｈを維持し続けており、虚
偽報告です、そして前述の「認定なし」ですから、再エネ特措法第１７条第５項により、「経
済産業⼤⾂は、偽りその他不正の⼿段により第１項の規定による認定を受けたものがあると
きは、その認定を取り消さまければならない」ので、当該認定の取り消しは必⾄です。虚偽
で不法に既に受けた調達価格の再エネ賦課⾦は全額国⺠が負担しており、全額返還させなけ
れば、固定価格買取制度の本質に反する。真実を知った国⺠は決して許すはずがない。 

 
場所の確保⽇の「ー証拠書類提出にあたっての注意事項―」として、⼟地⼜は建物に係る
登記簿謄本の写しが「●：必ず提出」と書かれている。発電場所への賃借権設定の原因⽇は、
平成２６年３⽉１２⽇ですから、遡及して新規認定⽇＝裏⼝認定⽇を平成 24 年 12 ⽉ 18 ⽇
受けて、正当ならば 40円/ｋｗｈの調達価格の利権を得ることはできない。 

 
  既に同社は、発電を開始しており、新規認定⽇＝裏⼝認定⽇（平成 24 年 12 ⽉ 18 ⽇）
に係る調達価格４０円/ｋｗｈで、九電に買取らせていると思われます。九電は２０年間で約
820 億円を国⺠から「再エネ賦課⾦」として強制的に負担させます。既に発電を開始してお
り２０２４年１⽉までに 406 億５８３３万円を買取らせて、相当額を国⺠に⼤損させている。 
知らない国⺠は裏⼝認定を受けた特権階級の不法な利益のために犠牲になっています。 
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第 7 位 株式会社九電⼯  
株式会社 九電⼯は、以下の【佐賀県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の発
電出⼒第 1 位です。左から 2 列⽬に記載する 20170828 公開九州第２号のリストの認定の有無
を記載しています。 

 
株式会社九電⼯ 設⽴⽇：昭和 19 年 12 ⽉ 1 ⽇：会社履歴事項全部証明書  
第 7 位の株式会社九電⼯の事業計画認定情報 2021 年 10⽉ 31 ⽇時点 
設備ＩD：Ａ937507Ｈ41 
発電事業者名： 株式会社九電⼯ 
代表者名：佐藤 尚⽂  
事業者の住所：福岡県福岡市南区那の川 1-23-35 
事業者の電話番号：092−523−6327 
発電設備区分：太陽光 
【発電出⼒】：50,000kw 
発電設備の所在地 代表住所：佐賀県佐賀市川副町⼤字⽝井道字国造搦 9476−102  
他筆数：52 
太陽光の合計出⼒：55,687．1kw 
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新規認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 19 ⽇⇒20140319 正当ならば 36 円/ｋｗｈ 
廃棄費⽤の積み⽴て状況：運転開始前 以上 
 
 
以下は【佐賀県】 事業計画認定情報 2023 年 5 ⽉ 31 ⽇時点。 
上記【佐賀県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の発電出⼒第 1 位の株式会社
九電⼯は抹消されています。 

 
 
事業計画認定情報真実ならば、 ２０１７０８２８公開九州第２号の 「開⽰リスト」佐賀県
（運転開始前）全 3 ⾴や（運転開始後）全 7 ⾴の中に【発電出⼒ 50,000kw】と【設備認定⽇
20140319】は、⼊っていなければならないところですが無いので【佐賀県】事業計画認定情報 
２０２１年１０⽉３１⽇時点の」左から 2列⽬に「認定なし」と明記した。 
以下のＴＶ画⾯は、2023 年 5 ⽉ 15 ⽇（⽉）18：51 ＮＨＫ佐賀局が放映した「オスプレイ 
漁協が⼟地売却を正式決定」のニュースです。 漁協とは、佐賀県有明海漁業協同組合のこと
です。 

佐賀県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

有り
A 937350H 41 佐賀相知ソーラー株式会社 村上　洋一

佐賀県唐津市千々賀１－１

（株）九電工唐津営業所内

03-

3497-

3326

太陽光 16500.0
佐賀県唐津市相知町相知字

押川７７０－１
15 21040.3 2014/3/14 2018年4月 2038年3月

2
認定

無し
A 742046H 41

佐嘉吉野ヶ里ソーラー合同

会社

ＮＴＴアノードエナジー株

式会社　職務執行者　川久

保　雅之

佐賀県神埼市神埼町志波屋

字六ノ坪８１３

0952-

40-

8180

太陽光 11110.0
佐賀県神埼市神埼町志波屋

字六ノ坪８１３他２７筆
0 12942.4 2013/1/25 2013年11月 2033年6月

3
認定

有り
A 877740H 41 西川登ソーラー合同会社

一般社団法人千代田エナ

ジーマネジメント　職務執

行者　田中　秀憲

東京都千代田区神田神保町

１－１０５

03-

6895-

9272

太陽光 10089.9

佐賀県武雄市西川登町大字

小田志字白木原赤木１９８

７５

40 13147.5 2014/2/21 2020年6月 2040年2月

4
認定

有り
A 960344H 41

株式会社武雄メガソーラー

パーク
代表取締役　堀　芳郎

福岡市中央区大濠公園２－

２９

092-

731-

1580

太陽光 8250.0
佐賀県武雄市山内町大字犬

走字上戸２２８５－７
50 9372.0 2014/3/31 2021年1月 2040年12月

5
対象

外
A B 91085H 41

サンテックエナジーディベ

ロップメント株式会社
ルウ　ビン

東京都新宿区西新宿３－６

－１１

03-

3342-

6608

太陽光 1999.9
佐賀県多久市西多久町大字

板屋１０６５５－９
4 3417.6 2021/1/8 - -

6
対象

外
A B 92693H 41 大和ハウス工業株式会社 福島　斉

福岡県福岡市博多区上牟田

２丁目１１番２４号

092-

411-

7523

太陽光 1999.0
佐賀県鳥栖市宿町字平塚７

５３番１
3 3185.2 2021/1/26 2021年10月 2041年9月

7
認定

有り
A A 07593H 41 シン・エナジー株式会社 乾　正博

兵庫県神戸市東灘区住吉宮

町３－７－１４

078-

600-

2660

太陽光 1998.8

佐賀県唐津市厳木町波瀬字

川頭１４６１－１８　他２

３筆

0 2420.4 2014/11/14 2017年12月 2037年11月

8
対象

外
A Z99842H 41 株式会社アステック 宮西　賢一 兵庫県姫路市実法寺１０５ 太陽光 1998.0

佐賀県神埼市神埼町城原字

猿岳３７３３－３０
3 3240.0 2019/3/26 2020年10月 2040年9月

9
認定

有り
A A 07592H 41 シン・エナジー株式会社 乾　正博

兵庫県神戸市東灘区住吉宮

町３－７－１４

078-

600-

2660

太陽光 1995.0

佐賀県伊万里市東山代町川

内野字日南川５８２５－１

２５

1 2559.4 2014/11/14 2018年12月 2038年11月

10
認定

有り
A 729868H 41 株式会社ソーラーバンク 藤崎　昌太郎

佐賀市大和町大字久池井３

３０９

0952-

33-

2017

太陽光 1994.5
佐賀県佐賀市大和町大字久

池井字城山３６６１－１
0 1995.0 2012/12/3 2013年11月 2033年5月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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令和 5 年 6 ⽉ 20 ⽇ 再度 佐賀県有明海漁業協同組合 ＴＥＬ052-45-1421 に電話で指導係
の⾺場様に再度問い合わせたところ、前回の取材通り、「株式会社 九電⼯様とは、昔、太陽光
発電⽤地として話があったが、その時、貸したことも売ったこともない。」 と同じ取材通りで
した。そして、今度は基地となる契約は既に締結しているという話でした。 先⾏投資をした
事業者が発電する電気は 30⽇を超えて無期限無補償に出⼒抑制をして絶望的な参⼊障壁を作っ
て、先⾏投資をしないまま空押さえの予約席に⼊れていたのが、巨⼤な嘘がある事業計画認定
情報です。報告徴収の 16 枚⽬下から 2 ⾏⽬ ※認定申請時に提出された「権利者の証明書」は
認められない。と、場所が決定していないから、オスプレイの基地となったのです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は報告徴収様式（全１９枚）の１６枚⽬表⾯ 
 ［●：必ず提出］ ※認定申請時に提出された「権利者の証明書」は認められない。 
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認定申請時に提出された「権利者の証明書」は、「予約契約書」は認められない。理由は

確定⽇付で、「場所」が決定しているとは客観的に分からないからです。後からどうとで

も⽩紙に書けるからです。 
地上権・賃借権の場合、登記簿に登記が無くても、当該⽉分の賃料等の⾦員の⽀払いが確
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定⽇付でわかる契約書の場合は、「場所」は、決定していると認めてもらえるかもしれませ
んが、後から作った⾦員を⽀払う旨のない契約書は公⽂書偽造で訴えることになるそうで
す。以下は 村上新エネルギー課⻑殿の意⾒ 

 

 
開⽰を受けた賃貸証明書には、「本証明により賃貸義務を負うものではありません。」ですから、
義務もなければ権利もない賃貸証明書ですから、九電の⼦会社であり、権威のあるものから頼

まれれば気安く押印していると思われるので、告⽰※1 に係る調達価格適⽤の必要書類とは認め

られない。 
もし、場所の確保が成就していたら、基地になる譲渡契約者は株式会社 九電⼯になるはずで
す。 
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株式会社九電⼯の先⾏投資は、上記の「賃貸証明書」１枚であるから損害は受けない。 
巨額の先⾏投資をした通常の発電事業者とは著しい差別があります。 
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同社は、設置場所の先⾏投資をしないまま裏⼝認定を受けた「悪徳特権階級」だとわかります。
また 2 個の羈束⾏為を成就した正当な認定事業者から地位の承継を受けていない事実もわかり
ました。  

発電設備の代表所在地：佐賀県佐賀市川副町⼤字⽝井道字国造搦 9476−102  
設備認定ＩD：Ａ９３７５０７Ｈ４１ 
認定出⼒：50，000ｋｗ 
太陽電池の合計出⼒：55，687.1ｋｗ 
会社設⽴⽇： 昭和 19 年 12 ⽉ 1 ⽇ 
新規認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 19 ⽇＝２０１４０３１９  
以下は２０１７０８２８公開九州第２号の運転開始前 500ｋｗ以上太陽光発電設備（佐賀県） 

  

 
 
同社の新規認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 19 ⽇＝２０１４０３１９があるとすれば 1/3 ページの下



63 
 

から４⾏⽬の 1990.0ｋｗ、２０１４０３１９〜同３⾏⽬の 1990.0ｋｗ、２０１４０３１９の
中に⼊っていなければならないが、「認定無し」です。 

  
報告徴収【16 枚⽬表⾯下から 2 ⾏⽬「※認定申請時に提出された「権利者の証明書」は、認
められない。」】ので、無効です。 
また取材の結果、【特に重要な確定⽇付で証明できる設置場所】の所有権利者の有明海漁
業協同組合の指導係から、「株式会社九電⼯に売っても貸してもいない。」と聞いていました。
オスプレイの基地として国と譲渡契約をしたのは、株式会社九電⼯ではなく、「場所」が最初
から決定していた有明海漁業協同組合でした。よって事業計画認定情報 2023 年 5 ⽉ 31 ⽇時
点からは抹消された。オスプレイの基地とならなかった場合、同社は以下の「賃貸証明書」
を盾に発電を開始したと思われる。正義の国は、「※認定申請時に提出された「権利者の証
明書」は、認められない。」】ので、無効ですが、⼆重⼈格の国は、以下の「賃貸証明書」
は有効としている。そうであれば同社の先⾏投資は「賃貸証明書」の１枚で済む。 
 

 
第８位 野津ソーラー合同会社 
野津ソーラー合同会社は、既述の【⼤分県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点
の発電出⼒第 2 位です。 
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以下は、【⼤分県】事業計画認定情報 2023 年 5 ⽉ 31 ⽇ 右列に調達期間終年⽉が書かれてい
ますから、２０年前が接続済だとわかるが未だ運転開始していないので空⽩です。 

 
野津ソーラー合同会社の会社設⽴⽇：令和 1 年 7 ⽉ 9 ⽇：会社履歴事項全部証明書  
第 8位の野津ソーラー合同会社 【⼤分県】 事業計画認定情報 2021 年 10⽉ 31 ⽇時点 
・設備ＩD：Ａ796326Ｈ44 
・発電事業者名： 野津ソーラー合同会社 
・代表者名：株式会社ティーティー企画 職務執⾏者 野⾒⼭ 俊之 
・事業者の住所：福岡県飯塚市有安１０３９−１ 
・事業者の電話番号：0948-82-4936 
・発電設備区分：太陽光 
・【発電出⼒】：50,000kw 
・発電設備の所在地 代表住所：⼤分県⾅杵市野津町⼤字原字瀬⼾川内５７ 
・他筆数：138 
・太陽光の合計出⼒：65,000kw 
・新規認定⽇平成 25 年 8 ⽉ 28 ⽇＝20130828 正当ならば 36 円/ｋｗｈで無期限・無補償で
３０⽇を超える出⼒抑制となる。 
調達期間終了年⽉ 未だに運転開始していないので未定 
会社設⽴⽇：令和 1 年 7 ⽉ 9 ⽇の野津ソーラー合同会社が、新規認定⽇平成 25 年 8⽉ 28⽇を
獲得することはできない。 
 

大分県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 733544H 44 大分メガソーラー合同会社

大分メガソーラー一般社団

法人　職務執行者　北川

久芳

東京都千代田区丸の内３－

１－１

03-

5219-

8910

太陽光 61000.0
大分県大分市青崎２他１５

筆
0 82017.5 2012/12/18 2014年3月 2034年2月

2
認定

無し
A 796326H 44 野津ソーラー合同会社

株式会社ティーティーエス

企画　職務執行者　野見山

俊之

福岡県飯塚市有安１０３９

－１

0948-

82-

4936

太陽光 50000.0
大分県臼杵市野津町大字原

字瀬戸川内５７
138 65000.0 2013/8/28 - -

3
認定

無し
A 764662H 44

ＬＯＨＡＳ　ＥＣＥ２合同

会社

一般社団法人　ティーダ

ホールディングス４　職務

執行者　中村　武

大分県速見郡日出町豊岡７

７８－１
太陽光 44000.0

大分県速見郡日出町大字南

畑字大村台９１５－４９
140 53403.6 2013/3/15 2020年5月 2039年9月

4
認定

無し
A 764655H 44

ＳＧＥＴみやこメガソー

ラー合同会社
職務執行者　北川　久芳

千代田区丸の内三丁目１番

１号

03-

6711-

9150

太陽光 40260.0
大分県宇佐市大字上矢部字

助戸１７８
203 50016.0 2013/3/15 2019年1月 2038年12月

5
認定

無し
A 859492H 44

大分日吉原ソーラー株式会

社
村上　洋一

大分県大分市大字日吉原３

－２０

03-

3497-

3326

太陽光 34000.0
大分県大分市大字日吉原３

－１９
1 44884.2 2014/2/3 2016年3月 2036年2月

6
認定

無し
A 764422H 44

別府内成ソーラー発電所管

理株式会社
二階堂　裕一

大分県速見郡日出町２８４

９

0977-

72-

2324

太陽光 32250.0
大分県別府市大字内成字ヒ

カサコ３５３
63 33228.8 2013/3/4 2021年10月 2041年9月

7
認定

無し
A 744637H 44

Ｏｉｔａ　Ｓｏｌａｒ合同

会社
粟国　正樹

東京都港区虎ノ門３－２２

－１０－２０１

03-

6402-

5408

太陽光 30006.0
大分県大分市大字今市字石

合原１０７０－１
9 38648.8 2013/2/19 2020年3月 2040年2月

8
認定

有り
A 743554H 44

ハンファソーラーパワー杵

築合同会社

ハンファＱセルズジャパン

株式会社　職務執行者　朴

聖龍

大分県杵築市山香町大字広

瀬字大平１２３４－２

03-

5441-

5942

太陽光 20000.0
大分県杵築市山香町大字広

瀬字大平１２３４－２
31 24472.0 2013/1/29 2015年1月 2034年12月

9
認定

有り
A 777043H 44

Ｂｅｐｐｕ　Ｓｏｌａｒ合

資会社

ｓａｆｅｒａｙ　Ｂｅｐｐ

ｕ　Ｈｏｌｄｉｎｇ合資会

社　職務執行者　トーマ

ス・グネフコウ

大分県別府市風呂本２２８

－１　辻田隆司方

03-

6809-

1948

太陽光 20000.0
大分県別府市大字東山字東

野５２７－１
34 26673.0 2013/7/12 2018年11月 2038年10月

10
認定

有り
A A 50106H 44 合同会社ＢＨ志生木

職務執行者　株式会社ブ

ルーキャピタルマネジメン

ト　原田秀雄

東京都港区赤坂２－１６－

８

03-

6435-

5932

太陽光 20000.0
大分県大分市大字志生木字

渡戸１０９３
101 26000.9 2015/11/27 2019年11月 2039年10月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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仮に⼟地全部事項証明書に記載されている、全所有者の株式会社九商、或いは株式会社正信ソ
ーラーホルディングス、⼜は、株式会社ティーティーエス企画等が場所の所有権を確保したと
して、取得した設備認定の地位承継の契約書に基づいて⾏われたと主張しても、⾏政処分庁の
許認可⼿続きを完了しなければ、【告⽰の設置場所及び接続箇所】が成就したことにはならない。
設置場所とするには、⾏政処分庁の許認可等の⼿続きを完了してからでなければ、太陽光発電
設備を設置することを⾏政処分庁が許しません。  
以下は 報告徴収 ６枚⽬の裏⾯は、以下の通り書かれています。許可申請書の写しでは、太
陽光発電設備の事前着⼯は、⾏政処分庁が許しません。⾏政処分庁の許可が必要な広⼤な場所
は沢⼭ありましたが、そのような場所は許認可まで⻑期間かかるので、その間の猶予は認めら
れないまま、先着優先で調達価格が引き下げられるので、到底買おうとは思いませんが、内閣
（政府）と結託すれば、猶予されるよいなので、新規認定⽇と呼称して令和１年７⽉９⽇に会
社を設⽴して、時間をかけて広い場所を確保しても、Ａの⾏為及びＢの⾏為を成就しなくても、
３６円で売電できる平成 25 年 8⽉ 28⽇＝20130828 
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以下は代表発電場所の権利関係 
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所有権を得た株式会社ティーティーエス企画が、（仮称）⼤分野津ソーラー太陽光発電事業を
⼤分県に環境アセスメントの申請をしたのは、平成２８年６⽉１４⽇以降ですから、到底、
内閣（本庁）は、３６円（税抜）/ＫＷＨに相応しいかどうかの報告徴収の（3）報告徴収様
式（平成２６年度）を株式会社ティーティーエス企画に、２０１４０８１５九州第１号平成
２６年８⽉〇⽇：報告期限（３６円（税抜）/ＫＷＨの訴外産業と同じ）平成２６年９⽉３０
⽇（⽕）【必着】までに発出することも、報告することも不可能です。本庁らと結託して平成
２８年６⽉１４⽇以前に認定⽇（平成 25 年 8⽉ 28⽇＝20130828）とする正真正銘の裏⼝認
定⽇が付与されたのです。 

 
「認定申請書に添付されている⼟地の権利関係を証明する書⾯」は、報告徴収の１５⾴裏⾯〜
１６⾴表⾯で［●：必ず提出］とされた必要書類は、①認定に係る場所（設備所在地）、②場所
の確保の有無、③場所の確保⽇「所有権⼜は地上権が登記された⽇、若しくは所有権⼜は地上
権、賃貸借権等に係る契約⽇を記⼊してください。」と書かれているので、規則（認定基準）第
８条第１項第２号の規定により、「当該認定の申請に係る再⽣可能エネルギー発電設備を設置す
る場所が決定するのは、環境アセスメント完了後であり、仮にその後、林地開発許可申請⼿続
きや農地転⽤許可申請が必要となった場合は、当該認定の申請に係る再⽣可能エネルギー発電
設備を設置する場所は当該申請⽇が決定していることが成就しなければ、設置場所が決定した
とはいえない。 
 
場所の所有権を確保したとしても、⾏政処分庁の許認可⼿続きを完了しなければ即設置場所と
はならない。即設置場所となるのであれば、農地所有者は即太陽光発電設備を設置することが
できるが、⾏政処分庁が許しません。  
 
 ２０１７０８２８公開九州第２号 ⼤分県（運転開始前）全 17 ⾴及び（運転開始後）全 10
⾴の中に平成 25 年 8 ⽉ 28 ⽇＝20130828 や 50，000ｋｗに該当する案件は無いので、事業計
画認定情報 2011 年 10⽉ 31 ⽇時点の左から 2列⽬に「認定無し」と明記した。 

同社は、告⽰※2 に係る 調達期間適⽤の必要書類が無いので、発電した電気を裏⼝認定に該当

する調達価格３６円/ｋｗｈで九電に買取らせて、九電は当該相当額を「再エネ賦課⾦」として、
電気を使⽤した国⺠から強制して徴収することはできない。 
 
以下は、⼤分県の環境アセスメントに関する事項です。 
⼿続きの状況の評価書⼿続き完了と書かれているが、発電出⼒九州第 8 位の野津ソーラー合同
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会社は、認定申請時点では、調達価格適⽤の必要書類を認定申請書に添付することはできない
ので、発電した電気を固定価格買取制度を利⽤して九電等の電⼒会社に 20 年間で約 630 億円
を買取らせることはできない。買取った九電等の電⼒会社は、当該買取費⽤を「再エネ賦課⾦」
として国⺠に負担させることはできません。評価書⼿続き完了は免罪符になりえません。 
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以下省略 
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以下省略 
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以下省略 
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事業計画認定情報が真実ならば、２０１７０８２８公開九州第２号の「開⽰リスト」⼤分県
（運転開始前）全 17 ⾴や「開⽰リスト」⼤分県（運転開始後）全 10 ⾴の中に【発電出⼒
61,000kw】と【設備認定⽇ 20121218】は、⼊っていなければならないところですが無いの
で、熊本県事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の⼤出⼒順の１位の左から 2 列
⽬に「認定なし」と明記した。 

 
環境アセスメントが完了後、令和 2 年 3 ⽉ 25 ⽇付、同社は林地開発許可申請書を⼤分県知事に
提出している。 
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令和 2 年 3 ⽉ 25 ⽇付、同社は林地開発許可申請は、指令森保第 3−11 号で令和 4 年 3 ⽉ 25 ⽇
林地開発許可を受けている。 
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発電出⼒九州第 8 位の野津ソーラー合同会社は、認定申請時点では、先⾏投資をしておらず 
調達価格適⽤の必要書類は有していませんから、固定価格買取制度を利⽤して発電した電気
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を調達価格 36 円/ｋｗｈで九電等の電⼒会社に 20 年間で約 630 億円を買取らせることはで
きない。買取った九電は、当該買取費⽤を「再エネ賦課⾦」として国⺠に負担させることは
できません。 

 
正義であるべき国が、裏⼝認定⽇を与えた⽅法で、国⺠に崇⾼な脱炭素社会の実現に「再エ
ネ賦課⾦」の負担をさせていることは電⼒マフィアの仕業です。バレたら到底国⺠は絶対に
許しません、結託した相⼿⽅らは、連帯して直ちに全額を国⺠に返⾦させなければなりませ
ん。 

 
第 9 位 株式会社⼀条⼯務店 
9-1 株式会社⼀条⼯務店は、既述の【熊本県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇
時点の発電出⼒第 1 位です。 
 

 
以下は、【熊本県】事業計画認定情報 2023 年 5 ⽉ 31 ⽇ 
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株式会社⼀条⼯務店の会社設⽴⽇：昭和 53 年 9 ⽉ 12 ⽇：会社履歴事項全部証明書  
第９位の⼀条⼯務店 【熊本県】 事業計画認定情報 2021 年 10⽉ 31 ⽇時点 
・設備ＩD：A776423H43 
・発電事業者名： 株式会社⼀条⼯務店 
・代表者名：職務執⾏者 岩⽥ 直樹 
・事業者の住所：東京都江東区⽊場 5-10-10 
・事業者の電話番号：053-450-4711 
・発電設備区分：太陽光 
・【発電出⼒】：49,976kw 
・発電設備の所在地 代表住所：熊本県⽔俣市湯出⽩岩１９２９−９ 
・他筆数：41 
・太陽光の合計出⼒：61,363.2kw 
・新規認定⽇：平成 25 年 3 ⽉ 26 ⽇⇒20130326 
・廃棄費⽤の積み⽴て状況：運転開始前 以上 
 
事業計画認定情報が真実ならば、第 29 項 ２０１７０８２８公開九州第２号の「開⽰リスト」
熊本県（運転開始前）全 16 ⾴や「開⽰リスト」熊本県（運転開始後）全 19 ⾴の中に【発電出
⼒ 49,976kw 】と【設備認定⽇ 20130326】は、⼊っていなければならないところですが無いの
で、熊本県事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇時点の⼤出⼒順の１位の左から 2 列⽬
に「認定なし」と明記した。もちろん熊本県事業計画認定情報 ２０２３年５⽉３１⽇時点で

熊本県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 776423H 43 株式会社一条工務店 岩田　直樹 江東区木場５－１０－１０

053-

450-

4711

太陽光 49976.0
熊本県水俣市湯出白岩１９

２９－９
41 61363.2 2013/3/26 2022年3月 2042年2月

2
認定

無し
A 891904H 43 株式会社一条工務店 岩田　直樹

東京都江東区木場５－１０

－１０

053-

450-

4711

太陽光 44976.0
熊本県菊池郡大津町大字古

城字西迎鶴８７４
138 52503.1 2014/3/4 - -

3
認定

無し
A 877874H 43 合同会社ＪＲＥ阿蘇高森

一般社団法人サポートホール

ディングスＪＲＥ阿蘇高森

職務執行者　赤津　忠祐

東京都港区六本木６－２－

３１

03-

6455-

4900

太陽光 39600.0
熊本県阿蘇郡高森町大字中

字尾伊良２７９４
77 62524.8 2014/2/25 2022年5月 2040年8月

4
認定

無し
A 813503H 43

ティーダ・パワー０１合同

会社

一般社団法人ティーダホール

ディングス４　職務執行者

中村　武

東京都新宿区西新宿２－１

－１新宿三井ビル４３階
太陽光 34000.0

熊本県上益城郡益城町大字

上陳字高野９６５－１
27 47692.6 2013/10/24 2017年6月 2037年5月

5
認定

無し
A 903363H 43

南関ソーラーファーム合同

会社

一般社団法人　サザンゲート

職務執行者　粟国　正樹

福岡県飯塚市有安１０３９

－１

0948-

82-

4936

太陽光 34000.0
熊本県玉名郡南関町大字関

東字影平１０８７
159 38073.6 2014/3/17 - -

6
認定

有り
A 744521H 43 株式会社トーエネック 藤田　祐三

愛知県名古屋市中区栄１－

２０－３１

052-

659-

1120

太陽光 30000.0
熊本県菊池郡大津町大字古

城字四番東原９６８－２３
0 34007.0 2013/2/13 2019年4月 2039年3月

7
認定

有り
A 844762H 43 合同会社ＧＳＳＥ 職務執行者　塩野　光二 港区赤坂４－２－３

03-

6257-

3022

太陽光 29988.0
熊本県玉名郡和水町岩字尾

谷１８３５－１
308 34453.0 2014/1/6 2020年5月 2040年4月

8
認定

有り
A 844722H 43 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 29700.0
熊本県人吉市古仏頂町字丈

瀧１０４２
9 33828.7 2013/12/24 - -

9
認定

有り
A 844962H 43 合同会社ＪＲＥ山都高森

一般社団法人サポートホール

ディングス　ＪＲＥ山都高森

職務執行者　赤津忠祐

東京都港区六本木６－２－

３１　六本木ヒルズノース

タワー１５階

03-

6455-

5037

太陽光 29536.6
熊本県上益城郡山都町長谷

字一本木２１２６－４
8 39977.6 2014/1/24 2022年9月 2040年8月

10
認定

有り
A 864394H 43 合同会社ＪＲＥ山都高森

一般社団法人サポートホール

ディングスＪＲＥ山都高森

職務執行者　赤津　忠祐

東京都港区六本木６－２－

３１　六本木ヒルズノース

タワー１５階

03-

6455-

4900

太陽光 29536.6
熊本県上益城郡山都町長谷

字一本木２１２５－７
9 39977.6 2014/2/14 2022年6月 2040年8月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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も「認定なし」に変わりはありません。 
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第９位の⼀条⼯務店は、［●：必ず提出］の必要書類を確保したのは平成 25 年 12 ⽉ 9 ⽇
（20131209）です。 
上述の通り、報告徴収の１５⾴裏⾯〜１６⾴表⾯で［●：必ず提出］とされた場所の確保⽇は
「・所有権⼜は地上権が登記された⽇、若しくは所有権⼜は地上権、賃借権等に係る契約⽇を
記⼊してください。」平成２５年１２⽉９⽇に発電設備の代表所在地を所有権移転登記で確保し
たことが分かり、新規認定⽇：平成 25 年 3 ⽉ 26 ⽇⇒20130326 に適⽤できる４０円（税抜）/
ＫＷＨを維持するに相応しいのかどうか、報告期限平成２５年１０⽉１８⽇（⾦）【郵送必着】
は絶対に不可能です。 

 
ただし発電設備の設置場所を、確保する前の株式会社ワイ・デイ・シー或いは株式会社ガイア
ベースが、発電事業者として設備認定を受けていて、有効に契約上の地位を承継したことであ
れば、良いのですが、後述の令和３年６⽉９⽇：開⽰を受けた２０２１０５１２公開九州第 1
号の 経済産業省（案）報告徴収の （1） 電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法に基づく報告の徴収について（案） （２０１３０９１０九州第５号） 
１枚⽬〜２９枚⽬の中の２０枚⽬に設備ＩD：A776423H43：株式会社⼀条⼯務店、認定⽇２
０１３０３２６がマッチングする発電設備があります。 
最右列に変更認定⽇の表題があるのは、以下の通りです。 
 



84 
 

 
 

第９位の株式会社⼀条⼯務店は、５３６枚のうちの２０枚⽬の４⾏⽬に記載されています、
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変更認定⽇は空欄ですから、確保する前の株式会社ワイ・デイ・シー或いは株式会社ガイア
ベースから、有効に契約上の地位を承継した変更認定がなされていないので、平成２５年３
⽉２６⽇より以前に場所を確保したことを作るのは不可能です。 
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 ２０１７０８２８公開九州第２号の「開⽰リスト」熊本県（運転開始前）全 16 ⾴や「開⽰リ
スト」熊本県（運転開始後）全 19 ⾴の中に【発電出⼒ 49,976kw 】と【設備認定⽇ 20130326】
は「認定なし」です。 
繰り返しますが、そもそも九州管内の太陽光発電に係る設備認定申請書は、九州経済産業局に
提出して認定が認められるべき正当な順番であって、特権階級だからといって、内閣（政府本
庁）に認定申請しても却下されるべきですから、通⽤する認定ではありません。 
若し熊本県で認定⽇２０１３０３２６、発電出⼒ 49，976ｋｗが有れば、以下の熊本県（運転
開始前）2/16 ⾴の３⾏⽬、４⾏⽬の２０１３０２６のところにあるはずがない。49，976ｋｗ
もない。 
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若し運転開始していれば、２０１７０８２８公開九州第２号の「開⽰リスト」熊本県（運転開
始後）全 19 ⾴の中に【発電出⼒ 49,976kw 】と【設備認定⽇ 20130326】が、９/１９⾴の下か
ら５⾏⽬〜１０/１９⾴の上から４⾏⽬にあるはずですが「認定なし」です。そして 49，976ｋ
ｗも熊本県内にはありません。 
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 経済産業省（案）報告徴収の５３６枚のうちの２０枚⽬の４⾏⽬に記載されている中の変更
認定⽇は空欄である事実から、正当な認定を受けた発電事業者から契約上の地位を承継して
いません。 



90 
 

 
以上２個の国が開⽰した事実から、第９位の株式会社 ⼀条⼯務店は、平成２５年１２⽉９
⽇に場所を確保した同社に対して国（本庁）は報告徴収を発出することも、同社は、報告す
ることもできなかったはずです。 
４０円/ｋｗｈの報告期限は、平成２５年１０⽉１８⽇（⾦）【郵送必着】であることから、
上述の通り裏⼝認定で虚偽報告ですから、報告徴収を避けた状況にあり、虚偽報告ですから、
再エネ特措法第１７条第５項により、「経済産業⼤⾂は、偽りその他不正の⼿段により第１項
の規定による認定を受けたものがあるときは、その認定を取り消さなければならない」 

 
平成２５年３⽉末前までには、接続可能量（８１７万ｋｗのうち接続済４０４万ｋｗ、承諾
済４１４万ｋｗ、差分２万ｋｗ）、で以降の運転開始前の分は、すべて接続拒否にあって、
「３０⽇を超える無期限・無補償の指定ルールでなければ、接続はしない。」ということです。 

 
ところが第９位の⼀条⼯務店は、裏⼝認定と虚偽報告の効果で、４０円/ｋｗｈで、調達期間
終了年⽉が、２０４２年２⽉ですから２０２２（令和４）年２⽉に接続済となって運転を４
０円/ｋｗｈで、２０年間で６１３億円を買取らせて、国⺠は同社の利益のために「電気代の
⾼騰に苦しみながら我々が、売電資格も認定もない同社の利益のために負担を続けなければ
ならないのか？。 
 

第 10 位 株式会社⼀条⼯務店 
10-1 株式会社⼀条⼯務店は、既述の【熊本県】事業計画認定情報 ２０２１年１０⽉３１⽇
時点の発電 
出⼒第 2 位です。３０⽇を超える無期限無補償の「指定ルール」です。 
第１０位の⼀条⼯務店の調達期間終了年⽉は、運転開始前ですから未定です。 
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10-2 第１０位の⼀条⼯務店のＢの⾏為の成就 

【認定基準】※3 の重要な規定（脚注※3「再エネ特措法施⾏規則第 8 条第 1 項第４号の抜粋」

は以下の通りです。 

 

特に場所が、農地や１ヘクタール以上の森林の場合、法に基づく報告徴収（全 19 枚）の 6 枚

⽬裏⾯に以下の必要書類の提出が求められています。 

   
太陽光発電設備は、農地や１ｈａ以上の森林に建てるときは都道府県（⾏政処分庁）に農地転
⽤許可申請⼿続き或いは林地開発許可申請⼿続きをして許可を得なければ、設置する場所が決

熊本県　太陽光発電認定事業者　2023年5月31日時点

発電設備の所在地

代表住所 他の筆数

1
認定

無し
A 776423H 43 株式会社一条工務店 岩田　直樹 江東区木場５－１０－１０

053-

450-

4711

太陽光 49976.0
熊本県水俣市湯出白岩１９

２９－９
41 61363.2 2013/3/26 2022年3月 2042年2月

2
認定

無し
A 891904H 43 株式会社一条工務店 岩田　直樹

東京都江東区木場５－１０

－１０

053-

450-

4711

太陽光 44976.0
熊本県菊池郡大津町大字古

城字西迎鶴８７４
138 52503.1 2014/3/4 - -

3
認定

無し
A 877874H 43 合同会社ＪＲＥ阿蘇高森

一般社団法人サポートホール

ディングスＪＲＥ阿蘇高森

職務執行者　赤津　忠祐

東京都港区六本木６－２－

３１

03-

6455-

4900

太陽光 39600.0
熊本県阿蘇郡高森町大字中

字尾伊良２７９４
77 62524.8 2014/2/25 2022年5月 2040年8月

4
認定

無し
A 813503H 43

ティーダ・パワー０１合同

会社

一般社団法人ティーダホール

ディングス４　職務執行者

中村　武

東京都新宿区西新宿２－１

－１新宿三井ビル４３階
太陽光 34000.0

熊本県上益城郡益城町大字

上陳字高野９６５－１
27 47692.6 2013/10/24 2017年6月 2037年5月

5
認定

無し
A 903363H 43

南関ソーラーファーム合同

会社

一般社団法人　サザンゲート

職務執行者　粟国　正樹

福岡県飯塚市有安１０３９

－１

0948-

82-

4936

太陽光 34000.0
熊本県玉名郡南関町大字関

東字影平１０８７
159 38073.6 2014/3/17 - -

6
認定

有り
A 744521H 43 株式会社トーエネック 藤田　祐三

愛知県名古屋市中区栄１－

２０－３１

052-

659-

1120

太陽光 30000.0
熊本県菊池郡大津町大字古

城字四番東原９６８－２３
0 34007.0 2013/2/13 2019年4月 2039年3月

7
認定

有り
A 844762H 43 合同会社ＧＳＳＥ 職務執行者　塩野　光二 港区赤坂４－２－３

03-

6257-

3022

太陽光 29988.0
熊本県玉名郡和水町岩字尾

谷１８３５－１
308 34453.0 2014/1/6 2020年5月 2040年4月

8
認定

有り
A 844722H 43 九州おひさま発電株式会社 永山　在紀 鹿児島市鴨池新町６－６

099-

230-

7195

太陽光 29700.0
熊本県人吉市古仏頂町字丈

瀧１０４２
9 33828.7 2013/12/24 - -

9
認定

有り
A 844962H 43 合同会社ＪＲＥ山都高森

一般社団法人サポートホール

ディングス　ＪＲＥ山都高森

職務執行者　赤津忠祐

東京都港区六本木６－２－

３１　六本木ヒルズノース

タワー１５階

03-

6455-

5037

太陽光 29536.6
熊本県上益城郡山都町長谷

字一本木２１２６－４
8 39977.6 2014/1/24 2022年9月 2040年8月

10
認定

有り
A 864394H 43 合同会社ＪＲＥ山都高森

一般社団法人サポートホール

ディングスＪＲＥ山都高森

職務執行者　赤津　忠祐

東京都港区六本木６－２－

３１　六本木ヒルズノース

タワー１５階

03-

6455-

4900

太陽光 29536.6
熊本県上益城郡山都町長谷

字一本木２１２５－７
9 39977.6 2014/2/14 2022年6月 2040年8月

調達期間

終了年月

事業者の

電話番号

発電設

備

区分

発電出力

（kW）

合計出力

（kW）
新規認定日

運転開始

報告年月
事業者の住所番号

認定

有無
設備ID 発電事業者名 代表者名
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定しません。 
認定基準で発電場所を確保したのは、令和４年３⽉２８⽇です。 
 
同社が発電場所の所有権を確保したのは、平成２５年１２⽉２７⽇（移転登記⽇）ですが、所
有権があっただけでは売電資格はありません。 
必ず「Ａの⾏為」及び「Ｂの⾏為」のうち「いずれか遅い⽅の⾏為」が成就した時点で、売電
単価が決定します。 
第 10位の株式会社⼀条⼯務店 【熊本県】 事業計画認定情報 2021 年 10⽉ 31 ⽇時点 
・設備ＩD：A891904H43 
・発電事業者名： 株式会社⼀条⼯務店 
・代表者名：職務執⾏者 岩⽥ 直樹 
・事業者の住所：東京都江東区⽊場 5-10-10 
・事業者の電話番号：053-450-4711 
・発電設備区分：太陽光 
・【発電出⼒】：44,976kw 
・発電設備の所在地 代表住所：熊本県菊池郡⼤津町⾼尾野字下り⼭ 602 
・他筆数：276 
・太陽光の合計出⼒：55,219.2kw 
・新規認定⽇≒裏⼝認定⽇：平成 26 年 3 ⽉ 4 ⽇⇒20140304 裏⼝が正当ならば３６円/ｋｗｈ

です。 
林地開発申請⽇の令和４年３⽉２８⽇が発電場所の決定した⽇ですから、調達価格は７円/Ｋ
ＷＨです。 
・廃棄費⽤の積み⽴て状況：運転開始前  
調達期間終了年⽉は、運転開始前ですから未定 

 
 熊本県の林地開発許可に係る公⽂書では、対象期間（Ｈ28．4．1〜Ｈ31．3．31）  
対象期間（Ｈ24．4．1〜Ｈ28．3．31）でしたから対象期間外で、確認できなかったが、後か
ら後から次々に裏⼝認定と虚偽報告を正当化して、上限無く永遠に参⼊して国⺠負担をむさぼ
っています。 

上限が⾒えない３兆円を超える「再エネ賦課⾦」の⼤半は、気が付かないうちに多数のメガ
ソーラーを作った上海電⼒等の中国に吸い取られて、我が国は中国の植⺠地となり下がっても
政府に⾃浄効果はなく、野党も無思考で、電気代⾼騰に苦しむ国⺠も残念ながら無思考です。 
 
２０１７０８２８公開九州第２号の「開⽰リスト」熊本県（運転開始前）全 16 ⾴や「開⽰リス



93 
 

ト」熊本県（運転開始後）全 19 ⾴の中に【発電出⼒【発電出⼒】：44,976kw 】と【設備認定
⽇ 20140304】は「認定なし」でした。 
若し熊本県で認定⽇２０１４０３０４、発電出⼒４４，９７６ｋｗが有れば、以下の熊本県
（運転開始前）7/16 ⾴の３⾏⽬から１０⾏⽬の２０１４０３０４のところにあるはずがない。
44，976ｋｗもない。 

 

林地開発申請書の申請⽇は以下の令和４年３⽉２８⽇ですから、裏⼝認定⽇を仮に正当とし
て３６円/ｋｗｈを維持するならば、前述の報告期限平成２６年９⽉３０⽇（⽕）【必着】で、

共通の報告徴収様式である報告徴収の 6 枚⽬裏⾯の必要書類：⾏政処分庁への申請書の写しを

報告期限までには提出できない。 
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林地開発申請前に環境アセスメントがあります。 
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環境アセスメントが完了して林地開発申請書の順番です。 
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同社は、令和４年３⽉２８⽇に認定基準を充⾜したことになる。同社が発電場所の所有権を確
保したのは、平成２５年１２⽉２７⽇（移転登記⽇）ですが、所有権があっただけでは売電資
格はありませんから、平成２５年１２⽉２７⽇に係る３６円で売電する資格は無い。令和４年
３⽉２８⽇から認定申請書に上記林地開発申請書が添付できるのですから、調達価格はどんな
に⼒で早く認定⽇を獲得したとしても２０２２（令和４）年度であって、以下の調達価格の推
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移によると、⼊札制で限りなく７円と価格⽬標がされている。そして３０⽇を超えて無期限・
無補償での出⼒抑制を受ける。到底儲からないし国⺠負担も極めて少ないはずです。 
 

 
 
 
 
 
 


